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第１ 総則 

 

１ 目的 

この計画は、水防法（昭和 24年法律第 193号）第４条の規定に基づき、福島県知事から 

指定された指定水防管理団体たる桑折町が、同法第 33条第１項の規定に基づき、桑折町内 

における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、桑折町の地域 

にかかる河川、湖沼の洪水等の水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、も 

って公共の安全を保持することを目的とする。 

 

 ２ 水防協議会 

   水防法第 34条第１項の規定に基づき、桑折町水防協議会を置く。 

   同協議会に関し必要な事項は、同法第 34条に定めるもののほか、条例で定める。 

 

 

第２ 水防組織 

 

 １ 水防本部 

水防法第 10条及び気象業務法第 14条の２の規定により、気象、洪水等についての水防活

動の利用に適合する予報及び警報の通知があったときから、水防上の危険が解消するまでの

間、町に水防本部を設置し、水防事務を処理する。 

 

(1) 設置基準 

以下のアからオに示す事態が生じたときに設置する。 

ア 次の気象業務法の定めに基づく警報、特別警報が発表されたとき。ただし、各注意 

 報の場合は、諸状況を判断の上、水防本部長が必要であると認めた場合に設置する。 

警  報：大雨、洪水の各警報 

特別警報：大雨特別警報 

注 意 報：大雨、洪水の各注意報 

イ 水防法第 10条第２項及び第 11条第１項による洪水予報が発表されたとき。 

ウ 水防法第 16条第１項による水防警報が発表されたとき。 

エ 町内において震度５弱以上の地震を観測したとき。 

オ その他、水防本部長が必要であると認めたとき。 

 

(2) 水防本部の組織 

水防本部の組織は、別表の水防本部組織表による。 

なお、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）の規定による災害対策本部が設けら

れた場合は、水防本部はこの組織に入り、水防事務を処理する。 

 

(3) 水防本部事務局 

水防本部の事務局は、生活環境課に置く。（電話 024-582-2123） 

 

(4) 水防配備体制 

水防本部が設置されたときは、常時勤務から水防配備体制の切換を迅速確実に行う。 

なお、長時間にわたる非常勤務活動の完遂を期するため、水防本部長は、本部員を適 

当に交代又は休養させ、別表の水防配備要領による非常配備を行う。 

 

(5) 水防本部解散基準 

気象に関する警報、特別警報、洪水予報及び水防警報が解除され、かつ水防上の危険

が解消されたと認められる場合に、水防本部を解散する。 
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２ 本部組織 

 

水防本部長 
 

町長 
 

  
 

 

副水防本部長 
 

副町長・教育長・消防団長 

  
 

 

 

水 防 本 部 員 

 

総  務  部 

税務住民部 

総合政策部 

健康福祉部 

産業振興部 

建設水道部 

生活環境部 

会  計  部 

議  会  部 

教育文化部 

消防団副団長 

  

 

 

総務課長 

税務住民課長 

総合政策課長 

健康福祉課長 

産業振興課長 

建設水道課長・副参事 

生活環境課長 

会計管理者 

議会事務局長 

教育文化課長・副参事 

 

 
(1) 水防本部長は水防本部の職務を掌握し、水防本部員を指揮・監督する。 

(2) 水防副本部長は水防本部長の命を受け、水防本部の職務を処理し、水防本部長に事故があった

ときには、その職務を代行する。  

(3) 各部長は水防副本部長を補佐し、各所属の職務を処理し、水防副本部長に事故があったときに

は、その職務を代行する。 
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桑折町水防本部事務分掌 
 

部 名 事  務  分  掌 

総 務 部 

1. 職員の招集及び動員に関すること。 

2. 車両の調達及び公用車の配車に関すること。 

3. 町財産の被害調査及び応急対策に関すること。 

4. 応急公用負担等に関すること。 

5. 各種資器材の調達及び工事等の契約に関すること。 

6. 災害応急対策費の予算措置に関すること。 

7. 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

税務住民部 

1. 家屋及び土地等民有地資産の被害調査に関すること。 

2. 被災者の税減免等に関すること。 

3. 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

総合政策部 

1. 水害に係る広聴及び町民の苦情・陳情・相談等の処理に関すること。 

2. 気象情報及び災害情報の広報に関すること。 

3. 写真の撮影及び記録等に関すること。 

4. 新聞報道及びラジオ・テレビ放送その他の情報記録及び広報車による広報活動に 

関すること。 

5. 町の電子情報処理の保全に関すること。 

6. 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

健康福祉部 

1. 応急医療に関すること。 

2. 避難行動要支援者の支援と及び安否確認に関すること。 

3. 個別避難計画策定及び避難行動要支援者名簿作成に関すること。 

4. 福祉避難所の設置に関すること。 

5. ボランティア団体との連携及び災害ボランティアセンターの設置に関すること。 

6. 医療機関の被害調査及び応急復旧に関すること。 

7. 医療品その他衛生資材の調達及び分配に関すること。 

8. 飲料水及び食品の衛生保持に関すること。 

9. 被災地への救護班の派遣に関すること。 

10．被災者の調査及び援護対策に関すること。 

11．福祉関係施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

12．災害見舞金の支給等に関すること。 

13．災害義援品等の受付及び配布に関すること。 

14．本部長の命ずる応急対策に関すること。 

産業振興部 

1. 管内の巡視に関すること。 

2. 農林業施設、農作物及び農地の被害調査及び報告に関すること。 

3. 災害時における主食の調達に関すること。 

4. 農協及び生産者団体等との連絡調整に関すること。 

5. 被災農林業者に対する農林災害補償に関すること。 

6. 被害農林業者に対する資金の斡旋に関すること。 

7. 本部長の命ずる応急対策に関すること。 
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部 名 事  務  分  掌 

建設水道部 

1. 管内の巡視に関すること。 

2. 伊達崎排水機場及び排水ポンプの管理に関すること。 

3. 河川、道路及び橋梁の状況調査及び報告に関すること。 

4. 道路及び橋梁の被害調査及び応急復旧対策に関すること。 

5. 資器材の調達及び斡旋に関すること。 

6. 応急復旧作業の現地指導に関すること。 

7. 土木関係被害の取りまとめ及び連絡に関すること。 

8. 国道・県道管理者との連絡に関すること。 

9. 通行不能箇所の調査及び通行路線の決定に関すること。 

10. 道路交通の情報収集及び確保に関すること。 

11. 町営住宅の被害調査及び応急復旧に関すること。 

12. 住宅の応急復旧に関する相談及び指導に関すること。  

13. 応急仮設住宅の建設及びその他応急資材の斡旋に関すること。 

14. 災害復興住宅資金融資に関すること。 

15. 公園等の被害調査及び応急復旧に関すること。 

16. 林道及び治山施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

17. 水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

18. 被災地における飲料水の供給に関すること。 

19. 被災地における飲料水の水質検査に関すること。 

20. 下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

21. 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

生活環境部 

1. 水防本部の庶務に関すること。 

2. 水防本部長の命令の伝達に関すること。 

3. 住民の安否確認に関すること。 

4. 水防本部員及び消防団員の招集に関すること。 

5. 各課との連絡調整に関すること。 

6. 大雨・洪水等気象情報の収受、伝達及び降雨量の記録に関すること。 

7. 災害情報の収集及び報告に関すること。 

8. 被災状況の把握及び立ち退き指示の立案、発信に関すること。 

9. 道路交通情報の収集及び交通制限に関すること。 

10．防災行政無線の管理に関すること。 

11. 県に対する応援要請及び応急措置の実施要請に関すること。 

12. 自衛隊の派遣要請及び活動状況の把握に関すること。 

13. 災害救助法に関すること。 

14. 民間援助の受け入れに関すること。 

15. 被災地の伝染病予防に関すること。 

16. 環境衛生の保持に関すること。 

17. 災害時における主食、食料品の応急配給に関すること。 

18. 災害時における生活必需物資の調達・応急配給に関すること。 

会 計 部 

1. 災害対策経費の経理に関すること。 

2. 災害見舞金の出納管理に関すること。 

3. 本部長の命ずる応急対策に関すること。 
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部 名 事  務  分  掌 

議  会  部 

1. 町議会との連絡に関すること。 

2. 町議会議員との連絡に関すること。 

3. 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

教育文化部 

1. 園児、児童及び生徒等の待避及び保護と安否確認に関すること。 

2. 学校施設、社会教育施設及び文化財の被害調査及び報告に関すること。 

3. 町内避難所の開設及び運営に関すること。 

4. 教職員の動員に関すること。 

5. 被災地の未就学児童及び幼児の応急保育に関すること。 

6. 罹災した園児、児童及び生徒等の保健管理及び学校給食に関すること。 

7．災害応急対策のための教育施設等の利用に関すること。 

8．被災した園児、児童及び生徒等に対する学用品の支給に関すること。 

9．本部長の命ずる応急対策に関すること。 

災害応急対策については、桑折町地域防災計画の第３章災害応急対策計画を参照する。 

 

 

 

水防本部設置の体制 

 

種 別 配備時期 体 制 配備人員 

第１非常配備 

1. 各警報が発令されたとき。 

2. 阿武隈川（伏黒）の水位が避難判 

断水位（4.5ｍ）を超えることが予

想されるとき。 

情報収集、連絡活動及

び応急措置を実施し、

そのまま直ちに非常活

動が開始できる体制 

各部概ね1/3の人員

を配備 

第２非常配備 

1. 水害の発生及び甚大な被害が予想 

される場合において、本部長が指令

したとき。 

2. 阿武隈川（伏黒）の水位が避難判 

断水位（4.5ｍ）を超えたとき 

災害応急対策活動が可

能な体制 

各部概ね1/2の人員

を配備 

第３非常配備 

1. 水害が発生し、甚大な被害が予想 

される場合において、本部長が指令

したとき。 

2. 阿武隈川（伏黒）の水位が避難判 

断水位（4.5ｍ）を超え、今後の増

水及び氾濫が予想されるとき。 

災害応急対策活動が可

能な体制 
本部の全員を配備 
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非常配備下における主な活動 

 

第１非常配備 

生活環境部 

・各部、関係機関との連絡調整 
総合政策部 

・町内広報の準備 

・気象情報等の収集 ・被害状況の撮影 

・Ｌアラート等の発信準備 総 務 部 ・各種資機材の調達準備 

建設水道部 

・管内巡視（河川・道路施設等） 教育文化部 ・避難所開設の準備 

・被害状況の確認 健康福祉部 ・福祉避難所開設の準備 

・排水機場等の準備 税務住民部 ・他部の応援 

産業振興部 
・管内巡視（農業施設等） 会 計 部 ・他部の応援 

・被害状況の確認 議 会 部 ・他部の応援 

 

 

第２非常配備 

生活環境部 

・各部、関係機関との連絡調整 
総合政策部 

・町内広報（公用車） 

・気象情報等の収集 ・被害状況の撮影 

・避難所開設（各部要請） 
総 務 部 

・各種資機材の調達 

・行政連絡員との連絡体制確認 ・他部の応援 

・安否確認、避難指示等の発令 
教育文化部 

・避難所開設 

・関係機関への救援要請準備 ・児童生徒等の安否確認 

建設水道部 

・管内巡視（河川・道路施設等） 
健康福祉部 

・福祉避難所開設 

・被害状況の確認 ・要配慮者の安否確認 

・排水機場等の稼働 税務住民部 ・他部の応援 

産業振興部 
・管内巡視（農業施設等） 会 計 部 ・他部の応援 

・被害状況の確認 議 会 部 ・他部の応援 

 

 

第３非常配備 

生活環境部 

・各部、関係機関との連絡調整 
総合政策部 

・町内広報（公用車） 

・気象情報等の収集 ・被害状況の撮影 

・避難所開設、物資等の配給 
総 務 部 

・各種資機材の調達 

・行政連絡員との連絡調整 ・他部の応援 

・安否確認、避難指示等の発令 
教育文化部 

・避難所開設 

・関係機関への救援要請 ・児童生徒等の安否確認 

建設水道部 

・管内巡視（河川・道路施設等） 
健康福祉部 

・福祉避難所開設 

・被害状況の確認 ・要配慮者の安否確認 

・排水機場等の稼働 税務住民部 ・他部の応援 

産業振興部 
・管内巡視（農業施設等） 会 計 部 ・他部の応援 

・被害状況の確認 議 会 部 ・他部の応援 
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第３ 重要水防区域 

 

   重要水防区域は河川において、人命、財産等を守るために特に水防上、警戒又は防御の

重要性を有する箇所で、「重要水防区域評定基準」に基づき指定されるものである。 

 

国土交通省 所管河川 阿武隈川（重要水防箇所図参照） 

 

 

福島県所管河川 

河川名 左右岸別 位置 評定種別 
堤防延長
(ｍ) 

重要度 
予想される 
危険概要 

対策水防工法 

佐久間川 両岸 
伊達崎 
字北沢 

堤防高 200 Ｂ 溢水 土のう積 

図面 
番号 

地区名 
左右 
岸別 

距離標 評定種別 堤防延長(ｍ) 重要度 対策水防工法名 

16 上郡 

左岸 

11.4K 
11.6K+71 

堤体漏水 271 Ｂ シート張 

16-1 上郡 
11.6K+149 
11.8K+190 

堤体漏水 241 Ｂ シート張 

17 上郡 
11.4K 
11.6K 

基礎地盤漏水 200 Ｂ 
月の輪工 
釜段工 

18 上郡 11.8K+140 伊達崎橋 
桁下高不足 
径間長不足 

Ｂ  

19 上郡 
12.0K 
12.8K 

越水(溢水) 728 Ｂ 積土のう 

20 上郡 
12.8K+140 
13.4K+100 

堤体漏水      560 Ｂ シート張 

21 上郡 
13.6K+80 
14.0K+30 

堤体漏水 350 Ｂ シート張 

22 上郡 
13.6K+80 
16.0K+180 

基礎地盤漏水 2,500 Ｂ 
月の輪工 
釜段工 

23 上郡 
14.2K+190 
16.0K+180 

堤体漏水 1,790 Ｂ シート張 

（5） 上郡 
10.8K+70 
11.8K+150 

旧河道 76   

（6） 上郡 
12.6K+120 
12.8K+70 

旧河道 143   

（7） 上郡 
13.8K+120 
14.0K+30 

旧河道 96   

（8） 上郡 
14.2K+120 
14.4K+20 

旧河道 92   

（9） 上郡 
14.6K+90 
14.8K+50 

旧河道 181   

（10） 上郡 
14.8K+100 
14.8K+140 

旧河道 51   

（11） 上郡 
15.6K+50 
15.6K+150 

旧河道 88   

（12） 上郡 
15.8K+60 
15.8K+110 

旧河道 55   
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第４ 水防施設 

 

１ 水防倉庫の資器材備蓄基準 

 

(1) 水防資器材取扱要領 

資材の使用に際しては、水防以外のいかなる工事にも使用することを許さないものと 

する。 

 

(2) 水防倉庫 

水防管理団体は水防倉庫を設置し、次の基準により、重要水防区域の実態に即応し 

た、必要な資器材を備蓄するものとする。 

 

水防管理団体の水防倉庫備蓄基準 

品名、規格 単位 数量 品名、規格 単位 数量 

器 
 

材 

ス コ ッ プ 丁 20 

資 
 

材 
杭   木 

又は鉄筋杭 

長 0.6～1ｍ 

末口 5～9㎝ 

（径16㎜以上） 
本 300 

掛    矢 丁 5 土 の う 袋 袋 500 

お の 丁 5 ビニールシート 袋 60 

鋸  丁 5 縄（110～140㎜/巻） 巻 20 

鎌 丁 5 鉄   線（＃10） ㎏ 20 

ペ ン チ 丁 5 
大 型 土 の う 袋 

（r1.0ｍ×h1.1ｍ）程度 
袋 50 

 

（備考） 

１ 上記のほか、水防工法上必要な資機、器材若干量も備蓄しておくものとする。 

２ 資器材の規格については、実情に応じて変更するものとする。 
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２ 水防倉庫の資器材備蓄状況 
 

仮水防倉庫 

所 在 地 倉 庫 名 面積 

桑折町大字谷地字道下22番地7 桑折町役場 資材倉庫 45.0㎡ 

 

備蓄機材・資材一覧表 

品名、規格 単位 数量 品名、規格 単位 数量 

器 
 

材 

ス コ ッ プ 丁 25 

資 
 

材 

杭 木 

長 0.6～1ｍ 

末口 5～9㎝ 

（径16㎜以上） 
本 300 

掛   矢 丁 5 土 の う 袋 袋 4,000 

お の 丁 5 ビニールシート 袋 60 

鋸 丁 5 縄（110～140㎜/巻） 巻 20 

鎌 丁 5 鉄   線（＃10） ㎏ 20 

ペ ン チ 丁 6 ロ ー プ 巻 1 

唐  鍬 丁  4 

 

ツ ル ハ シ 丁  2 

ハ ン マ ー 丁  2 

ナ   タ 丁  2 

一 輪 車 台  2 

チ ェ ー ン ソ ー 台  1 

投 光 器 台  1 

発 電 機 台  1 

拡 声 器 台  1 

携 帯 無 線 機 台  56 

 

 

３ 調達可能水防資材 

 

備蓄資器材の使用、又は損傷により不足を生じた場合の補充及び緊急時の補給に備える

ものとする。 

 

 調達予定地 

資 器 材 名  称 住   所 電 話 

土のう袋・金物類 
五島屋㈱ 桑折町字上町74 582-3247 

本間商事㈱ 桑折町字北町84 582-3167 

杭      類 木村製材所 桑折町大字松原字大沢37 582-2423 
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４ 水防資器材の輸送 

 

(1) 水防管理団体は、水防資器材の輸送のため、トラック等の運搬具を整備し、必要に応

じて緊急輸送に当たらせるものとする。 

 

(2) 緊急のため、運搬車両の不足を生じ、やむを得ない場合は、官民を問わず、あらゆる

輸送機関を利用するものとし、この場合は、警察署・福島運輸支局等に連絡応援を求め

るものとする。 

 

 

５ 公用負担と費用負担 

 

(1) 公用負担 

水防のため必要があるときは、水防管理団体及び消防団等は、水防法第 28条の定めに

より、次の権限を行使することができる。ただし、損失を受けた者に対しては、時価に

より損失を補償しなければならない。 

・必要な土地の一時使用 

・土石、竹木、その他の資材の使用 

・車両、その他の運搬具又は器具の使用 

・工作物その他の障害物の処分 

 

① 公用負担権限証明書 

水防法第 28条の規定により、公用負担を命じる権限を行使する者は、証明書を携行 

し、必要ある場合は、これを掲示すべきものとする。 

 
 

第   号 

公用負担権限証明書 

 

桑折町消防団 

何    某 

 

上記の者 ○○○ 区域における水防法第28条 

第１項の権限行使を委任することを証明する。 

令和 年 月 日 

 

桑折町長  何  某 ㊞ 

 

水 防 法 

第 28 条 水防のため緊急の必要があるときは、水防

管理者、水防団長又は、消防機関の長は、水防の現

場において必要な土地を一時使用し、土石、竹木そ

の他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他

の運搬用機器を使用し、又は工作物その他の障害物

を処分することができる。 

２ 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた

者に対し、時価により、その損失を補償しなければ

ならない。 
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② 公用負担命令票 

水防法第 28条の規定により、公用負担を命ずる権限を行使する際は、原則として命 

    令票を目的物の所有者又は、これらに準ずる者に手渡した後に、これを行うものとする。 

 

第   号 

公 用 負 担 命 令 票 

 

１．目 的 物  種類 ○○○ 数量 ○○○ 

２．負担の内容  使用、収容、処分 

 

令和 年 月 日 
 

     ○○○○ 様 
 

桑折町長  何  某 ㊞ 

事務担当  何  某 ㊞ 

 

 

(2) 費用負担 

水防管理団体が、その所轄区域の水防に要した費用は、水防法第41条の定めにより、 

当該水防管理団体が負担するものとする。ただし、他の水防管理団体に対する応援のた 

めに要する費用の額、及び負担の方法は、応援を求めた水防管理団体との間で協議によ 

って定めるものとする。 

 

 

第５ 水位、雨量の観測所 

 

１ 水位観測所 

 

水防活動に必要とする量水標 

番号 河川名 
量水標 

の名称 

量水標の 

位  置 

水 防 団 

待機水位 

氾  濫 

注意水位 

避  難 

判断水位 

氾  濫 

危険水位 

通 報 先 

管理者名 

１ 阿武隈川 伏黒水位 
伊達市伏黒 

字下大川 57 
3.00ｍ 4.00ｍ 4.50ｍ 5.00ｍ 

福島河川 

国道事務所 

２ 佐久間川 伊達崎水位 
桑折町伊達崎

字舘下 1 
1.25ｍ 1.75ｍ 2.55ｍ 2.85ｍ 

保原 

土木事務所 

３ 産ヶ沢川 万正寺水位 
桑折町 

字田植 32-2 
1.30ｍ 1.80ｍ 2.30ｍ 2.55ｍ 

保原 

土木事務所 

 

 

２ 雨量観測所 

 

水防活動に必要とする観測所 

管理機関 観測所名 所 在 地 観測員 

桑折町 桑折町役場 桑折町大字谷地字道下 22 番地 7 生活環境課 
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第６ 気象情報、水防情報の連絡 

 

 １ 水防通信連絡 

 

水防関係機関連絡表 

連  絡  先 局 名 番 号 摘 要 

福島県水防本部（土木部河川整備課） 福島 024 521-7486 FAX 024-521-7952 

国土交通省 東北地方整備局 仙台 022 225-2171 代表 

東北地方整備局 福島河川国道事務所 福島 024 546-4331 内線351 354 355 

   〃        伏黒出張所 伊達 024 583-3233  

気象庁 福島地方気象台 福島 024 534-2161  

県北地方振興局 〃 521-2709  

県北建設事務所 〃 521-2528  

保原土木事務所 伊達 024 575-2151  

県北保健福祉事務所 福島 024 534-4101 代表 

福島北警察署 〃 554-0110  

福島北警察署 桑折分庁舎 桑折 024 582-2151  

伊達地方消防組合 中央消防署 伊達 024 575-4101 代表 

伊達地方消防組合 中央消防署西分署 桑折 024 582-3190  

桑折町役場 桑折 024 582-2111  

 

 

２ 通報と連絡の系統図 

 

(1) 気象警報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島地方気象台 

県庁統制局 

桑 折 町 

県総合情報通信ネットワーク 

防災情報提供システム 
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(2) 洪水予報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 水防警報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡   例 

 洪水予警報等作成システム  防 災 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 等 

 県総合情報通信ネットワーク  補 助 的 伝 達 

 加 入 電 話   

福島河川国道事務所 

調査第一課 

水防企画係 
TEL 024-539-6127 

FAX 024-539-5381 

共
同
発
表 

福島地方気象台 
TEL 024-534-2162 

FAX 024-534-9049 

県災害対策課 
TEL 024-521-7195 

FAX 024-521-7921 

NHK 福島放送局 

民間放送局 

ラジオ局 

桑 折 町 
TEL 024-582-2123 

FAX 024-582-2479

住 民 

消防団 

福島河川国道事務所 

調査第一課 

TEL 024-546-4331 

桑 折 町 

県総合情報通信ネットワーク 

マイクロ無線 

福島水防本部 

TEL 024-521-7486 

024-521-7952 
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第７ 洪水予報 

 

 国土交通大臣は、阿武隈川において洪水の恐れがあると認められるときは、水防法第10

条の第２項の規定に基づき、気象庁長官と共同して、洪水予報を県知事に通知するものと

し、必要に応じ、報道機関の協力を求めて、一般に周知するものとする。また、通知を受

けた県知事は、水防管理者等へ通知するものとする。 

 

(1) 阿武隈川上流洪水予報 

河川名 区    域 

阿武隈川 

左岸 西白河郡矢吹町中沖727番１地先の県道橋下流端 から 

右岸 石川郡玉川村大字小高石場37番７地先の県道橋下流端 から 

   福島・宮城県境 まで 

 

(2) 洪水予報の対象となる基準水位観測所 

河川名 観測所名 所在地 
水 防 団 
待機水位 

氾  濫 
注意水位 

避  難 
判断水位 

氾  濫 
危険水位 

阿武隈川 伏黒 
伊達市伏黒 

字下大川57 
3.00ｍ 4.00ｍ 4.50ｍ 5.00ｍ 

 

(3) 洪水予報発表者 

担当官署 発表責任者 

福島河川国道事務所 

福島地方気象台 

福島河川国道事務所長 

福島地方気象台長 

 

 

第８ 水位周知 

 

   県知事は、洪水予報以外の河川のうち、洪水により相当な被害を生ずる恐れのあるもの

として指定した河川について、水防法第 13条の規定により、避難判断水位（避難の目安と

なる水位）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、水防管理者等に通知するとと

もに、必要に応じ、報道機関の協力を求めて、一般に周知するものとする。 

 

福島県知事指定河川 

河川名 観測所名 所在地 
避  難 
判断水位 

発 表 区 間 

佐久間川 伊達崎 
桑折町伊達崎 

字舘下１ 
2.55ｍ 

左岸 桑折町大字南半田字大林 から 

右岸 桑折町大字南半田字大林 から 

伊達郡国見町徳江船付場 

（阿武隈川合流点） 

産ヶ沢川 万正寺 
桑折町字田植 

32-2 
2.30ｍ 

左岸 桑折町大字南半田字駿河舘 から 

右岸 桑折町大字万正寺字石薬師 から 

伊達市伏黒字東本場 

   （阿武隈川合流点） 
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第９ 水防警報 

 

   国土交通大臣又は県知事は、洪水又は災害が起きる恐れがあるときは、水防法第16条の

規定により水防警報を発表し、水防の必要がある旨を警告するものとする。 

なお、国土交通大臣及び県知事が水防警報を行う指定河川は以下のとおりであり、国土

交通大臣が発表する水防警報は福島県が受報し、関係市町村へ通報するものとする。 

 

１ 国土交通大臣指定河川 

 

阿武隈川 

発表担当者 受報担当者 電話 

福島河川国道事務所 福島県水防本部長 

福島河川国道事務所 

TEL：024-546-4331 

FAX：024-546-3092 

 

河川名 観測所名 実施区域 水防警報発表区域 

阿武隈川 伏黒 

左岸 伊達市字一本木地先 から 

右岸 伊達市箱崎地先   から 

   宮城県境      まで 

摺上川合流点 から 

宮城県境   まで 

 

水防警報の対象となる基準水位観測所 

河川名 観測所名 所在地 
水 防 団 
待機水位 

氾  濫 
注意水位 

避  難 
判断水位 

氾  濫 
危険水位 

阿武隈川 伏黒 
伊達市伏黒 

字下大川57 
3.00ｍ 4.00ｍ 4.50ｍ 5.00ｍ 

 

水防警報の範囲 

観測所名 待機 準備 出動 解除 
その他特に 

必要な事項 

伏黒 

水位3.00ｍに達し、氾濫

注意水位以上に達する

と思われるとき 

水位3.50ｍに達し、

なお上昇のおそれが

あるとき 

水位4.00ｍに達し、

なお上昇のおそれが

あるとき 

水防作業の必要が

なくなったとき 

適宜、洪水情報

を通報する 

 

 

２ 県知事指定河川 

 

佐久間川 

発表者 受報者 受報担当部署 

保原土木事務所長 桑折町長 
生活環境課 TEL：024-582-2123 

FAX：024-582-2479 

 

河川名 観測所名 区 域 

佐久間川 伊達崎 

左岸 桑折町大字南半田字大林 から 

右岸 桑折町大字南半田字大林 から 

   国見町徳江船付場（阿武隈川合流点）まで 
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水防警報の対象となる基準水位観測所 

河川名 観測所名 所在地 
水 防 団 
待機水位 

氾  濫 
注意水位 

氾  濫 
危険水位 

佐久間川 伊達崎 
桑折町伊達崎 

字舘下１ 
1.25ｍ 1.75ｍ 2.85ｍ 

 

水防警報の範囲 

観測所名 待 機 準 備 出 動 解 除 水 位 
その他特に 

必要な事項 

伊達崎 

水位1.25ｍに達

し、氾濫注意水位

以上に達すると

思われるとき 

水位1.25ｍに達

し、なお上昇のお

それがあるとき 

水位1.75ｍに達

し、なお上昇のお

それがあるとき 

水位が氾濫注意

水位を下り、水防

作業の必要がな

くなったとき 

水位は１時間毎

に数字を以て行

う 

適宜、出水情報

を以て状況を通

知する 

 

 

産ヶ沢川 

発表者 受報者 受報担当部署 

保原土木事務所長 桑折町長 
生活環境課 TEL：024-582-2123 

FAX：024-582-2479 

 

河川名 観測所名 区 域 

産ヶ沢川 万正寺 

左岸 桑折町大字南半田字駿河舘（東北自動車道）から 

右岸 桑折町大字万正寺字石薬師（東北自動車道）から 

   伊達市伏黒字東本場（阿武隈川合流点）  まで 

 

水防警報の対象となる基準水位観測所 

河川名 観測所名 所在地 
水 防 団 
待機水位 

氾  濫 
注意水位 

氾  濫 
危険水位 

産ヶ沢川 万正寺 
桑折町字田植 

32-2 
1.30ｍ 1.80ｍ 2.55ｍ 

 

水防警報の範囲 

観測所名 待 機 準 備 出 動 解 除 水 位 
その他特に 

必要な事項 

万正寺 

水位1.30ｍに達

し、氾濫注意水位

以上に達すると

思われるとき 

水位1.30ｍに達

し、なお上昇のお

それがあるとき 

水位1.80ｍに達

し、なお上昇のお

それがあるとき 

水位が氾濫注意

水位を下り、水防

作業の必要がな

くなったとき 

水位は１時間毎

に数字を以て、

行う 

適宜、出水情報

を以て、状況を

通知する 
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第10 水防活動 

 

 １ 水防巡視 

 

(1) 水防本部長は、洪水予報等の通知を受けたときは、消防団長と協議の上、直ちに各河

川の水防担当区域の分団長に通知し、河川・水門及び樋門・消防団が把握する危険箇所

等の巡視を行うよう、指示するものとする。 

また、河川水位が水位観測所の水防団待機水位（指定水位）又は氾濫注意水位（警戒水 

位）に達したときは、直ちに関係分団長に通知するとともに、福島県水防信号規則（昭和 

24年規則第 91号）に定める「水防信号」により団員を招集し、警戒・水防活動等に当た 

らせるものとする。 

 

(2) 消防団の水防担当区域 

河川名 
区  域 水防団 

待機水位 

氾濫 

注意水位 
担当分団 人員 集合場所 責任者 

位置 延長 

阿武隈川 伊達崎 3,800ｍ 3.00ｍ 4.00ｍ 第３分団 78 
第３分団 

第１部屯所 
第３分団長 

〃 上 郡 1,200ｍ 3.00ｍ 4.00ｍ 第２分団 56 
第２分団 

第２部屯所 
第２分団長 

佐久間川 
伊達崎字

北沢 
200ｍ 1.25ｍ 1.75ｍ 第３分団 78 

第３分団 

第１部屯所 
第３分団長 

産ケ沢川 万正寺 2,800ｍ 1.30ｍ 1.80ｍ 第１分団 58 
第１分団 

第４部屯所 
第１分団長 

〃 白 銀 500ｍ 1.30ｍ 1.80ｍ 第２分団 56 
第２分団 

第２部屯所 
第２分団長 

※団長は必要に応じて水防区域を変更し、他の分団の水防作業を応援させるものとする。 

 

(3) 各分団長は洪水予報の通知を受けたときは、随時、河川・堤防を巡視し、量水標によ

る水位の変化と水門の状況等を水防本部長に報告するものとする。 

なお、水位が氾濫注意水位に達したときは、水防信号の第１信号により地域住民に周

知するものとする。 

 

(4) 各分団長は、河川の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に達したときは、常時、河川・

堤防を巡視し、洪水の恐れを察したときは、直ちにその状況を水防本部長に報告すると

ともに第２信号の打鐘により団員を招集し、水防活動に当たらせ、その旨を水防本部長

に報告するものとする。 

 

(5) 各分団長は、堤防の決壊又はこれに準ずべき事態が発生し、水防活動のため、地域内住

民の出動を求める必要があるときは、直ちに第３信号を打鐘し、水防作業に当たらせ、そ

の旨を水防本部長に報告するものとする。 

また、洪水予報・水位到達情報・避難場所・安全な避難を確保するために必要な事項等

を広報により住民へ周知し、避難の準備を促すものとする。 

特に、大雨時は広報が住民に聞こえない可能性があるため、町内会長等と連絡を取り、

必要に応じて個別に周知するなどの対策を講ずるものとする。 

さらに、高齢者等の災害弱者の把握を速やかに行い、必要に応じ、本人の同意を得て、

避難所への移動等の補助を行う。 
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(6) 各分団長は、洪水の危険が切迫し、直ちに地域内住民の避難立ち退きが必要と認める

ときは第４信号を打鐘し、安全な場所に避難誘導を開始するとともに、その旨を水防本

部長に報告するものとする。 

 

  水防信号（水防法第20条第１項）※県水防信号規則は参考資料P.39を参照 

信号の種類 発するとき 措  置  事  項 

第１信号 
河川の水位が氾濫注意水位（警戒

水位）に達したとき 

住民へ周知するとともに、必要な団員を招集

し、河川の警戒に当たる 

第２信号 
各分団長より洪水の恐れがある旨

の報告があったとき 

全団員を招集するとともに、水防活動に必要な

資材を現場に輸送する 

第３信号 
堤防の決壊、又はこれに準ずべき

事態が発生したとき 

団員のほか、必要により、一般の町民の出動を

求める 

第４信号 

洪水が著しく切迫し、区域内の住

民を避難させる必要があると認め

たとき 

福島北警察署桑折分庁舎に通報し、住民を避難

場所に誘導する。 

 

 

 ２ 出動及び水防作業 

 

(1) 水防管理団体は、次の事態が生じた場合には、水防法第 17条の規定により、次頁に示 

 す出動指令を発し、速やかに所轄の消防団を非常配備に就かせるものとする。 

ア 水防管理者が自らの判断により、必要と認めたとき 

イ 所轄河川等が氾濫注意水位に達する等、治水上の危険が生じたとき 

ウ 水防法第 16条による水防警報が発表されたとき 

エ その他、地方水防本部からの指示があったとき 
 

  (2) 水防作業上の留意事項 

ア 消防団員は、出動前には家事を整理し、出動した後は部署を遵守すること。 

イ 作業中は上司の命令に従い、団体行動をとり、常に所在を明らかにすること。 

ウ 命令及び情報の伝達は特に迅速、正確及び慎重を期し、私語を慎み、「漏水」、

「破堤」等の想像による言葉等で、みだりに人心を動揺させてはならない。 

エ 洪水期において、堤防に異常が起こる時期は、滞水時間にもよるが、概ね水位が

最大のとき、又はその前後である。しかし、法崩れ、陥没等は減水時に生ずる場合

が多いので、洪水の最盛期を過ぎても十分減水するまで厳重に警戒すること。 

オ 地震後の水防活動においては、堤防の漏水、沈下の状況に特に留意するものと

し、河川の水位に応じ、被害の拡大を防止すべく、適切な措置をとるものとする。 
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消防団の出動段階 

活動段階 活動内容 指令の発せられる時期 

第１段階 

待機 

※消防団の足止めを行うもの 

 概ね水防に関係する気象情報等が発

せられ、洪水が予想される場合。 

水防団等の連絡員を本部に詰めさせ、団長

はその後の情勢を把握することに努める。 

一般団員は直ちに次の段階に入りうるよ

う準備する。 

第２段階 

準備 

※水防活動の準備を通知するもの 

概ね河川の水位が水防団待機水位に達

し、なお上昇のおそれがあり、水防活動

の必要が予想されるとき。 

消防団長は所定の詰所に集合し、水防資

器材の整備・点検、作業員の配備計画にあ

たる。 また、水門等水防上重要な工作物の

ある箇所、及び堤防の巡視等に一部の団員

を出動させる。 

第３段階 

出動 

※消防団の活動を通知するもの 

 概ね河川の水位が氾濫注意水位に達

し、なお上昇するおそれがあるとき。 消防団の団員全員が所定の詰所に集合し、

警戒配備に就く。 

第４段階 

解除 

※水防活動の終了を通知するもの 
 概ね水防警報等が解除され、且つ、

河川が氾濫注意水位以下になる等、水

防上の危険が解消されたとき。 
人員を確認し、水防活動の内容を水防管理

団体に報告のうえ、解散する。 

  ※なお、地震により堤防の漏水、沈下等の被害が生じた場合、またはその恐れが大な場合は、上記

に準じ、指令を発するものとする。 

 

 

３ 水防通報及び避難場所 

(1) 決壊等の通報 

水防管理者は、堤防が決壊し、又はこれに準ずべき事態が発生した場合、水防法第 

25条の規定に基づき、直ちにその旨を県水防本部、及び氾濫が見込まれる他の水防管理

団体に連絡するものとする。 

 

  (2) 決壊後の措置 

    堤防等の施設が決壊した場合においても、水防管理団体及び消防団等は、水防法第26 

条の規定に基づき、できる限り氾濫による被害が拡大しないように努めるものとする。 

 

(3) 避難のための立ち退き 

知事及びその命を受けた県の職員又は水防管理者は、氾濫により著しい危険が切迫

していると認められるときは、必要と認める区域の居住者に対し、水防法第29条の規

定による立ち退き、又はその準備を指示することができる。なお、水防管理者が指示

する場合は、その旨を所轄警察署長に通知するものとする。 

なお、水防管理団体は、洪水ハザードマップ等を作成し、予定立ち退き先、経路を

あらかじめ定めておくものとする。 
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(4) 避難場所 

避  難  位  置 避難命令 

責 任 者 
所   在 名   称 

桑折町大字上郡字弁慶20番地 屋内プール・多目的スタジオ イコーゼ！ 桑折町長 

※災害の発生状況に応じ、その他の避難所の開設を検討する。  

 

 

 ４ 水防解除 

(1) 水防管理団体の非常配備の解除 

    水防管理者は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、かつ危険がなくなったとき、かつ水 

防警報が解除されたとき等、自らの区域内の水防活動の必要がなくなったと認めたとき 

は、水防の非常配備体制を解除し、これを一般に周知するとともに関係機関に通知する 

ものとする。 

なお、配備を解除したときは、保原土木事務所を通じて、水防本部に報告するものと 

   する。 

 

(2) 消防団の非常配備の解除 

    消防団の非常配備の解除は、水位が下降して水防活動の必要がなくなり、水防管理者 

が配備解除の指令をしたときとする。それまでは、消防団員は自らの判断等により勝手 

に部署を離れてはならない。 

    解除後は、人員、資器材及び作業箇所を点検し、その概要を直ちに報告するものとす 

る。また、使用した資器材は、手入れをして所定の位置に設備するものとする。 

 

 

５ 水防活動の報告 

  (1) 水防管理者は、洪水等により水防活動を実施したときは、水防活動終了後、地方水防

本部へ報告するものとする。 

(2) 水防管理者は、国庫補助申請の際に必要となるため、水防資材受払簿、資材購入の際

の証拠書類及び水防活動を行った現地の写真等を整備しておくものとする。 

 

 

第 11 水防演習 

   水防に関する知識及び技術の向上のため、県が主催する水防訓練に参加し、水防体制の充

実強化を図るものとする。 
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同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
下
水
路

管
理
者
を
い
う
。
第
七
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
協
力
並
び
に
水
防
に
必
要
な
器
具
、

資
材
及
び
設
備
の
整
備
及
び
運
用
に
関
す
る
計
画
を
い
う
。

７
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
量
水
標
等
」
と
は
、
量
水
標
、
験
潮
儀
そ
の
他
の
水
位
観
測
施
設
を

い
う
。

８
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
水
防
警
報
」
と
は
、
洪
水
、
津
波
又
は
高
潮
に
よ
つ
て
災
害
が
発
生

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
水
防
を
行
う
必
要
が
あ
る
旨
を
警
告
し
て
行
う
発
表
を
い
う
。

第
二
章
　
水
防
組
織

（
市
町
村
の
水
防
責
任
）

第
三
条
　
市
町
村
は
、
そ
の
区
域
に
お
け
る
水
防
を
十
分
に
果
す
べ
き
責
任
を
有
す
る
。
た
だ

し
、
水
防
事
務
組
合
が
水
防
を
行
う
区
域
及
び
水
害
予
防
組
合
の
区
域
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
水
防
事
務
組
合
の
設
立
）

第
三
条
の
二
　
地
形
の
状
況
に
よ
り
、
市
町
村
が
単
独
で
前
条
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
著
し
く

困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
市
町
村
は
、
洪
水
、
雨
水

出
水
、
津
波
又
は
高
潮
に
よ
る
被
害
の
共
通
性
を
勘
案
し
て
、
共
同
し
て
水
防
を
行
う
区
域
を

定
め
、
水
防
事
務
組
合
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
害
予
防
組
合
の
区
域
を
水
防
を
行
う
区
域
と
す
る
水
防
事
務
組
合
が
設
け
ら
れ
る
場
合
の

特
別
措
置
）

第
三
条
の
三
　
水
害
予
防
組
合
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
水
害
予
防
組
合
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
水
害

予
防
組
合
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
当
該
水
害
予
防
組
合
に
代
る
べ
き
水
防
管
理

団
体
と
し
て
引
き
続
き
水
防
事
務
組
合
が
設
け
ら
れ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
水
害
予
防
組
合
が
、
そ
の
有
す
る
財
産
及
び
負
債
の
う
ち

水
防
の
用
に
供
せ
ら
れ
、
又
は
供
せ
ら
れ
る
予
定
と
な
つ
て
い
る
財
産
及
び
こ
れ
ら
の
財
産
に

係
る
負
債
以
外
の
財
産
及
び
負
債
の
処
分
を
完
了
し
た
と
き
は
、
当
該
水
害
予
防
組
合
を
廃
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
さ
れ
る
水
害
予
防
組
合
は
、
そ
の
廃
止
の
日
に
お
い
て
有
す
る
水

防
の
用
に
供
せ
ら
れ
、
又
は
供
せ
ら
れ
る
予
定
と
な
つ
て
い
る
財
産
を
、
当
該
水
害
予
防
組
合

の
区
域
の
全
部
を
水
防
を
行
う
区
域
と
す
る
一
の
水
防
事
務
組
合
が
設
け
ら
れ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
水
防
事
務
組
合
に
、
当
該
水
害
予
防
組
合
の
区
域
に
つ
い
て
二
以
上
の
水
防
事
務

組
合
が
設
け
ら
れ
る
場
合
又
は
当
該
水
害
予
防
組
合
の
区
域
の
一
部
が
市
町
村
の
水
防
を
行
う

べ
き
区
域
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
水
害
予
防
組
合
と
関
係
水
防
事
務
組
合
又
は
市
町

村
と
の
協
議
に
基
き
、
関
係
水
防
事
務
組
合
又
は
市
町
村
に
無
償
譲
渡
し
、
当
該
水
防
事
務
組

合
又
は
市
町
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
譲
渡
さ
れ
る
財
産
に
係
る
負
債
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
水
害
予
防
組
合
は
、
当
該
財
産
の
譲
渡
及
び
負
債
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の
引
継
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
財
産
の
譲
渡
及
び
負
債
の
引
継
を
完
了
す

る
ま
で
、
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
水
防
事
務
組
合
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
）

第
三
条
の
四
　
水
防
事
務
組
合
の
議
会
の
議
員
は
、
組
合
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係

市
町
村
の
議
会
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
で
水
防
に

関
し
学
識
経
験
が
あ
り
、
か
つ
、
熱
意
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
か
ら
選
挙
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
数
市
町
村
に
わ
た
る
水
防
上
の
特
別
の
利
害
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
組
合
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
員

の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
で
水
防
に
関
し
学
識
経
験
が
あ
り
、
か
つ
、
熱
意
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
に
つ
き
当
該
市
町
村
の
長
が
推
薦
し
た
者
の
う
ち
か
ら
選
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
の
長
が
推
薦
し
た
者
の
う
ち
か
ら
選
挙
さ
れ
る
議
員
の
数
は
、

当
該
市
町
村
の
議
会
に
お
い
て
選
挙
さ
れ
る
議
員
の
数
の
二
分
の
一
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
市
町
村
の
議
会
に
お
い
て
選
挙
さ
れ
る
議
員
の
数
は
、
水
防
事
務

組
合
の
行
う
事
業
に
よ
る
受
益
の
割
合
及
び
防
護
す
べ
き
施
設
の
延
長
の
割
合
を
勘
案
し
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
水
防
事
務
組
合
の
経
費
の
分
賦
）

第
三
条
の
五
　
水
防
事
務
組
合
の
経
費
の
関
係
市
町
村
に
対
す
る
分
賦
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定

す
る
割
合
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
の
水
防
責
任
）

第
三
条
の
六
　
都
道
府
県
は
、
そ
の
区
域
に
お
け
る
水
防
管
理
団
体
が
行
う
水
防
が
十
分
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
確
保
す
べ
き
責
任
を
有
す
る
。

（
指
定
水
防
管
理
団
体
）

第
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
水
防
上
公
共
の
安
全
に
重
大
な
関
係
の
あ
る
水
防
管
理
団
体
を
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
水
防
の
機
関
）

第
五
条
　
水
防
管
理
団
体
は
、
水
防
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
水
防
団
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
水
防
管
理
団
体
（
以
下
「
指
定
管
理
団
体
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
消
防
機
関
が
水
防
事
務
を
十
分
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認

め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
水
防
団
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
水
防
団
及
び
消
防
機
関
は
、
水
防
に
関
し
て
は
水
防
管
理
者
の
所
轄
の
下
に
行
動
す
る
。

（
水
防
団
）

第
六
条
　
水
防
団
は
、
水
防
団
長
及
び
水
防
団
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

２
　
水
防
団
の
設
置
、
区
域
及
び
組
織
並
び
に
水
防
団
長
及
び
水
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与

及
び
服
務
に
関
す
る
事
項
は
、
市
町
村
又
は
水
防
事
務
組
合
に
あ
つ
て
は
条
例
で
、
水
害
予
防

組
合
に
あ
つ
て
は
組
合
会
の
議
決
で
定
め
る
。

（
公
務
災
害
補
償
）

第
六
条
の
二
　
水
防
団
長
又
は
水
防
団
員
が
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
病
気
に

か
か
り
、
又
は
公
務
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
病
気
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と

な
つ
た
と
き
は
、
当
該
水
防
団
長
又
は
水
防
団
員
の
属
す
る
水
防
管
理
団
体
は
、
政
令
で
定
め

る
基
準
に
従
い
、
市
町
村
又
は
水
防
事
務
組
合
に
あ
つ
て
は
条
例
で
、
水
害
予
防
組
合
に
あ
つ

て
は
組
合
会
の
議
決
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
又
は
そ
の
者
の
遺
族
が
こ
れ
ら
の
原

因
に
よ
つ
て
受
け
る
損
害
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
水
防
管
理
団
体
は
、
当
該
水
防
団
長
若
し
く
は
水
防
団
員
又
は

そ
の
者
の
遺
族
の
福
祉
に
関
し
て
必
要
な
事
業
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
職
報
償
金
）

第
六
条
の
三
　
水
防
団
長
又
は
水
防
団
員
で
非
常
勤
の
も
の
が
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
水
防
団
長
又
は
水
防
団
員
の
属
す
る
水
防
管
理
団
体
は
、
市
町
村
又
は
水
防
事
務
組
合
に
あ

つ
て
は
条
例
で
、
水
害
予
防
組
合
に
あ
つ
て
は
組
合
会
の
議
決
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
者
（
死
亡
に
よ
る
退
職
の
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
遺
族
）
に
退
職
報
償
金
を
支
給
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
都
道
府
県
の
水
防
計
画
）

第
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
水
防
事
務
の
調
整
及
び
そ
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
当
該
都
道
府

県
の
水
防
計
画
を
定
め
、
及
び
毎
年
当
該
都
道
府
県
の
水
防
計
画
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
の
水
防
計
画
は
、
津
波
の
発
生
時
に
お
け
る
水
防
活
動
そ
の
他
の
危
険
を
伴
う
水

防
活
動
に
従
事
す
る
者
の
安
全
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
水
防
計
画
に
河
川
管
理
者
（
河
川
法
第
九
条
第
二
項

又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一

項
の
指
定
都
市
の
長
が
河
川
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
の
管
理

の
一
部
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
又
は
当
該
指
定
都
市
の
長
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
る
河
川
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
水
防
訓
練
へ
の
河
川
管
理
者
の
参
加
そ
の
他
の

水
防
管
理
団
体
が
行
う
水
防
の
た
め
の
活
動
に
河
川
管
理
者
の
協
力
が
必
要
な
事
項
を
記
載
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
河
川
管
理
者
に
協
議
し
、
そ
の

同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
当
該
都
道
府
県
の
水
防
計
画
に
水
防
管
理
団
体
が
行

う
水
防
の
た
め
の
活
動
に
下
水
道
管
理
者
の
協
力
が
必
要
な
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
の
水
防
計
画
を
定
め
、
又
は
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
水
防
協
議
会
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す

る
都
道
府
県
水
防
協
議
会
を
い
い
、
こ
れ
を
設
置
し
な
い
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
災
害
対
策

基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県

防
災
会
議
と
す
る
。
）
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
二
以
上
の
都
府
県
に
関
係
す
る
水
防
事
務
に
つ
い
て
は
、
関
係
都
府
県
知
事
は
、
あ
ら
か
じ

め
協
定
し
て
当
該
都
府
県
の
水
防
計
画
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
消
防
庁
長
官
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
報
告
し
た
水
防
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

７
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
の
水
防
計
画
を
定

め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
水
防
協
議
会
）

第
八
条
　
都
道
府
県
の
水
防
計
画
そ
の
他
水
防
に
関
し
重
要
な
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、

都
道
府
県
に
都
道
府
県
水
防
協
議
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
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２
　
都
道
府
県
水
防
協
議
会
は
、
水
防
に
関
し
関
係
機
関
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
都
道
府
県
水
防
協
議
会
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

４
　
会
長
は
、
都
道
府
県
知
事
を
も
つ
て
充
て
る
。
委
員
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
並
び
に
水

防
に
関
係
の
あ
る
団
体
の
代
表
者
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
都
道
府
県
知
事
が
命

じ
、
又
は
委
嘱
す
る
。

５
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
都
道
府
県
水
防
協
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
当
該
都
道

府
県
条
例
で
定
め
る
。

第
三
章
　
水
防
活
動

（
河
川
等
の
巡
視
）

第
九
条
　
水
防
管
理
者
、
水
防
団
長
又
は
消
防
機
関
の
長
は
、
随
時
区
域
内
の
河
川
、
海
岸
堤

防
、
津
波
防
護
施
設
（
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
津
波
防
護
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
等
を
巡
視
し
、
水
防
上
危
険
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当

該
河
川
、
海
岸
堤
防
、
津
波
防
護
施
設
等
の
管
理
者
に
連
絡
し
て
必
要
な
措
置
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
国
の
機
関
が
行
う
洪
水
予
報
等
）

第
十
条
　
気
象
庁
長
官
は
、
気
象
等
の
状
況
に
よ
り
洪
水
、
津
波
又
は
高
潮
の
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
状
況
を
国
土
交
通
大
臣
及
び
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
と

と
も
に
、
必
要
に
応
じ
放
送
機
関
、
新
聞
社
、
通
信
社
そ
の
他
の
報
道
機
関
（
以
下
「
報
道
機

関
」
と
い
う
。
）
の
協
力
を
求
め
て
、
こ
れ
を
一
般
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
二
以
上
の
都
府
県
の
区
域
に
わ
た
る
河
川
そ
の
他
の
流
域
面
積
が
大
き

い
河
川
で
洪
水
に
よ
り
国
民
経
済
上
重
大
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
指
定

し
た
河
川
に
つ
い
て
、
気
象
庁
長
官
と
共
同
し
て
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
水
位
又
は
流
量
を
、
は
ん
濫
し
た
後
に
お
い
て
は
水
位
若
し
く
は
流
量
又
は
は
ん
濫
に
よ

り
浸
水
す
る
区
域
及
び
そ
の
水
深
を
示
し
て
当
該
河
川
の
状
況
を
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通
知

す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
報
道
機
関
の
協
力
を
求
め
て
、
こ
れ
を
一
般
に
周
知
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
都

道
府
県
の
水
防
計
画
で
定
め
る
水
防
管
理
者
及
び
量
水
標
管
理
者
（
量
水
標
等
の
管
理
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
、
そ
の
受
け
た
通
知
に
係
る
事
項
（
量
水
標
管
理
者
に
あ
つ
て
は
、
洪

水
又
は
高
潮
に
係
る
事
項
に
限
る
。
）
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
知
事
が
行
う
洪
水
予
報
）

第
十
一
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
河
川

以
外
の
流
域
面
積
が
大
き
い
河
川
で
洪
水
に
よ
り
相
当
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

と
し
て
指
定
し
た
河
川
に
つ
い
て
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
気
象
庁

長
官
と
共
同
し
て
、
そ
の
状
況
を
水
位
又
は
流
量
を
示
し
て
直
ち
に
都
道
府
県
の
水
防
計
画
で

定
め
る
水
防
管
理
者
及
び
量
水
標
管
理
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
報
道
機
関
の

協
力
を
求
め
て
、
こ
れ
を
一
般
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
気
象
庁
長
官
に

協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
提
供
の
求
め
等
）

第
十
一
条
の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
周
知
を
行
う
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
当
該
通
知
及
び
周
知
に
係
る
河
川

の
水
位
又
は
流
量
に
関
す
る
情
報
で
あ
つ
て
、
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣

が
指
定
し
た
河
川
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
洪
水
の
お
そ
れ
を
予
測
す
る
過
程
で
取
得
し
た

も
の
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
情
報

を
当
該
都
道
府
県
知
事
及
び
気
象
庁
長
官
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

六
十
五
号
）
第
十
七
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
水
位
の
通
報
及
び
公
表
）

第
十
二
条
　
都
道
府
県
の
水
防
計
画
で
定
め
る
水
防
管
理
者
又
は
量
水
標
管
理
者
は
、
洪
水
若
し

く
は
高
潮
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
自
ら
知
り
、
又
は
第
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
量
水
標
等
の
示
す
水
位
が
都
道
府
県
知

事
の
定
め
る
通
報
水
位
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
水
位
の
状
況
を
、
都
道
府
県
の
水
防
計
画
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
者
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
の
水
防
計
画
で
定
め
る
量
水
標
管
理
者
は
、
量
水
標
等
の
示
す
水
位
が
警
戒
水
位

（
前
項
の
通
報
水
位
を
超
え
る
水
位
で
あ
つ
て
洪
水
又
は
高
潮
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
警
戒
す

べ
き
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
水
位
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
る
と
き

は
、
そ
の
水
位
の
状
況
を
、
都
道
府
県
の
水
防
計
画
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
洪
水
に
係
る
水
位
情
報
の
通
知
及
び
周
知
）

第
十
三
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
河
川
以
外
の
河
川
の

う
ち
、
河
川
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
外
の
一
級
河
川
で
洪
水
に
よ
り
国
民
経

済
上
重
大
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
河
川
に
つ
い
て
、
洪
水
特

別
警
戒
水
位
（
警
戒
水
位
を
超
え
る
水
位
で
あ
つ
て
洪
水
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
特
に
警
戒
す

べ
き
水
位
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
定
め
、
当
該
河
川
の
水
位
が
こ
れ
に
達
し
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
河
川
の
水
位
又
は
流
量
を
示
し
て
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る

と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
報
道
機
関
の
協
力
を
求
め
て
、
こ
れ
を
一
般
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
条
第
二
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣

又
は
自
ら
が
指
定
し
た
河
川
以
外
の
河
川
の
う
ち
、
河
川
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

区
間
内
の
一
級
河
川
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
級
河
川
で
洪
水
に
よ
り
相
当
な

損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
河
川
に
つ
い
て
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位

を
定
め
、
当
該
河
川
の
水
位
が
こ
れ
に
達
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
河
川
の
水
位
又
は
流

量
を
示
し
て
直
ち
に
都
道
府
県
の
水
防
計
画
で
定
め
る
水
防
管
理
者
及
び
量
水
標
管
理
者
に
通

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
報
道
機
関
の
協
力
を
求
め
て
、
こ
れ
を
一
般
に
周
知
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
都

道
府
県
の
水
防
計
画
で
定
め
る
水
防
管
理
者
及
び
量
水
標
管
理
者
に
、
そ
の
受
け
た
通
知
に
係

る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
が
行
う
雨
水
出
水
に
係
る
水
位
情
報
の
通
知
及
び
周
知
）
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第
十
三
条
の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道
等
（
下
水
道
法

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
、
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道
又
は
同
条

第
五
号
に
規
定
す
る
都
市
下
水
路
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
四
条
の
二
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
排
水
施
設
等
（
排
水
施
設
又
は
こ
れ
を
補
完
す
る
ポ
ン
プ
施
設
若
し
く
は
貯
留
施
設

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
雨
水
出
水
に
よ
り
相
当
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
雨
水
出
水
特
別
警
戒
水
位
（
雨
水
出
水
に

よ
る
災
害
の
発
生
を
特
に
警
戒
す
べ
き
水
位
（
公
共
下
水
道
等
の
排
水
施
設
等
の
底
面
か
ら
水

面
ま
で
の
高
さ
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
定
め
、
当
該
排
水
施
設
等
の
水
位
が
こ
れ
に
達
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
排
水

施
設
等
の
水
位
を
示
し
て
直
ち
に
当
該
都
道
府
県
の
水
防
計
画
で
定
め
る
水
防
管
理
者
及
び
量

水
標
管
理
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
報
道
機
関
の
協
力
を
求
め
て
、
こ
れ
を
一

般
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道
等
の
排
水
施
設
等
で
雨
水
出
水
に
よ

り
相
当
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
雨
水
出
水

特
別
警
戒
水
位
を
定
め
、
当
該
排
水
施
設
等
の
水
位
が
こ
れ
に
達
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当

該
排
水
施
設
等
の
水
位
を
示
し
て
直
ち
に
当
該
市
町
村
の
存
す
る
都
道
府
県
の
水
防
計
画
で
定

め
る
水
防
管
理
者
及
び
量
水
標
管
理
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
報
道
機
関
の
協

力
を
求
め
て
、
こ
れ
を
一
般
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
知
事
が
行
う
高
潮
に
係
る
水
位
情
報
の
通
知
及
び
周
知
）

第
十
三
条
の
三
　
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
海
岸
で
高
潮
に
よ
り

相
当
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
高
潮
特
別
警

戒
水
位
（
警
戒
水
位
を
超
え
る
水
位
で
あ
つ
て
高
潮
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
特
に
警
戒
す
べ
き

水
位
を
い
う
。
）
を
定
め
、
当
該
海
岸
の
水
位
が
こ
れ
に
達
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
海

岸
の
水
位
を
示
し
て
直
ち
に
当
該
都
道
府
県
の
水
防
計
画
で
定
め
る
水
防
管
理
者
及
び
量
水
標

管
理
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
報
道
機
関
の
協
力
を
求
め
て
、
こ
れ
を
一
般
に

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
係
市
町
村
長
へ
の
通
知
）

第
十
三
条
の
四
　
第
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
し
た
国
土

交
通
大
臣
又
は
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
前

条
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
し
た
都
道
府
県
知
事
は
、
災
害
対
策
基
本
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
避
難
の
た
め
の
立
退
き
の
指
示
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
緊
急
安
全
確
保
措

置
の
指
示
の
判
断
に
資
す
る
た
め
、
関
係
市
町
村
の
長
に
そ
の
通
知
に
係
る
事
項
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洪
水
浸
水
想
定
区
域
）

第
十
四
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
河
川
に
つ
い
て
、
洪
水
時
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避

難
を
確
保
し
、
又
は
浸
水
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
災
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
図
る
た

め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
想
定
最
大
規
模
降
雨
（
想
定
し
得
る
最
大
規

模
の
降
雨
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
を
洪
水
浸
水
想
定
区

域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
十
条
第
二
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
河
川

二
　
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
し
た
河
川

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
河
川
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
外
の
一

級
河
川
の
う
ち
洪
水
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
警
戒
す
べ
き
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
河
川
に
つ
い
て
、
洪
水
時
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確

保
し
、
又
は
浸
水
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
災
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
想
定
最
大
規
模
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場

合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
を
洪
水
浸
水
想
定
区
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
河
川

二
　
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
第
三
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定

し
た
河
川

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
河
川
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
内
の
一

級
河
川
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
級
河
川
の
う
ち
洪
水
に
よ
る
災
害
の
発
生

を
警
戒
す
べ
き
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
そ
の

他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た

と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
関
係
市
町
村
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
）

第
十
四
条
の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
が
管
理
す
る
次
に
掲
げ
る
排
水
施
設
に
つ

い
て
、
雨
水
出
水
時
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確
保
し
、
又
は
浸
水
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ

り
、
水
災
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
想

定
最
大
規
模
降
雨
に
よ
り
当
該
排
水
施
設
に
雨
水
を
排
除
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
当
該
排

水
施
設
（
第
一
号
に
掲
げ
る
排
水
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

指
定
に
係
る
ポ
ン
プ
施
設
又
は
貯
留
施
設
に
接
続
す
る
排
水
施
設
を
含
む
。
）
か
ら
河
川
そ
の

他
の
公
共
の
水
域
若
し
く
は
海
域
に
雨
水
を
排
除
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ

る
区
域
を
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
排
水
施
設

二
　
下
水
道
法
第
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
浸
水
被
害
対
策
区
域
内
に
存
す
る
公
共
下
水
道

等
の
排
水
施
設

三
　
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
、
又
は
同
条

第
四
項
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
若
し
く
は
同
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
し
た
特
定
都
市
河
川
流
域
内
に
存
す
る
公
共
下
水
道
等
の
排
水
施
設

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
雨
水
出
水
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
警
戒
す
べ
き
も
の
と

し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
公
共
下
水
道
等
の
排
水
施
設

２
　
市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
が
管
理
す
る
次
に
掲
げ
る
排
水
施
設
に
つ
い
て
、
雨
水
出
水
時

の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確
保
し
、
又
は
浸
水
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
災
に
よ
る
被

害
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
想
定
最
大
規
模
降
雨
に

よ
り
当
該
排
水
施
設
に
雨
水
を
排
除
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
当
該
排
水
施
設
（
第
一
号
に
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掲
げ
る
排
水
施
設
に
あ
つ
て
は
、
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
ポ
ン
プ

施
設
又
は
貯
留
施
設
に
接
続
す
る
排
水
施
設
を
含
む
。
）
か
ら
河
川
そ
の
他
の
公
共
の
水
域
若

し
く
は
海
域
に
雨
水
を
排
除
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
を
雨
水
出
水

浸
水
想
定
区
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
排
水
施
設

二
　
下
水
道
法
第
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
浸
水
被
害
対
策
区
域
内
に
存
す
る
公
共
下
水
道

等
の
排
水
施
設

三
　
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
第
三
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
特
定
都
市
河
川

流
域
内
に
存
す
る
公
共
下
水
道
等
の
排
水
施
設

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
雨
水
出
水
に
よ
る
災
害
の
発
生
を
警
戒
す
べ
き
も
の
と

し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
公
共
下
水
道
等
の
排
水
施
設

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
そ
の

他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き

は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公

表
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
つ
て
は
、
関
係
市
町
村
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５
　
前
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
高
潮
浸
水
想
定
区
域
）

第
十
四
条
の
三
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
海
岸
に
つ
い
て
、
高
潮
時
の
円
滑
か
つ
迅
速

な
避
難
を
確
保
し
、
又
は
浸
水
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
災
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
図
る

た
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
想
定
し
得
る
最
大
規
模
の
高
潮
で
あ
つ
て

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
よ
り
当
該
海
岸
に
つ
い
て
高
潮
に
よ
る
氾

濫
が
発
生
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
を
高
潮
浸
水
想
定
区
域
と
し
て
指
定
す
る
も

の
と
す
る
。

一
　
第
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
海
岸

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
海
岸
の
う
ち
高
潮
に

よ
る
災
害
の
発
生
を
警
戒
す
べ
き
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る

も
の

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
そ
の
他

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
関
係
市

町
村
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
浸
水
想
定
区
域
に
お
け
る
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
及
び
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
措

置
）

第
十
五
条
　
市
町
村
防
災
会
議
（
災
害
対
策
基
本
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
防
災

会
議
を
い
い
、
こ
れ
を
設
置
し
な
い
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
と
す
る
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
洪
水
浸
水
想
定

区
域
の
指
定
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
出
水
浸
水
想
定

区
域
の
指
定
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
潮
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
が
あ
つ
た
と
き

は
、
市
町
村
地
域
防
災
計
画
（
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
地
域
防
災
計
画

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
当
該
洪
水
浸
水
想
定
区
域
、
雨
水
出
水
浸

水
想
定
区
域
又
は
高
潮
浸
水
想
定
区
域
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て
同
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
の
は
、

当
該
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
か
ら
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。

一
　
洪
水
予
報
等
（
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

気
象
庁
長
官
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
気
象
庁
長
官
又
は
都
道
府
県
知
事
及
び
気
象
庁
長
官
が

行
う
予
報
、
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
三
条
の
二
又
は
第
十
三
条
の
三
の

規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
が
通
知
し
又
は
周
知
す
る
情

報
そ
の
他
人
的
災
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
洪
水
、
雨
水
出
水
又
は
高
潮
に
関
す
る
情
報

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
伝
達
方
法

二
　
避
難
施
設
そ
の
他
の
避
難
場
所
及
び
避
難
路
そ
の
他
の
避
難
経
路
に
関
す
る
事
項

三
　
災
害
対
策
基
本
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
防
災
訓
練
と
し
て
市
町
村
長
が
行
う
洪
水
、
雨

水
出
水
又
は
高
潮
に
係
る
避
難
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
事
項

四
　
浸
水
想
定
区
域
（
洪
水
浸
水
想
定
区
域
、
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
又
は
高
潮
浸
水
想
定

区
域
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
次
に
掲
げ
る
施
設
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
　
地
下
街
等
（
地
下
街
そ
の
他
地
下
に
設
け
ら
れ
た
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る

施
設
（
地
下
に
建
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
施
設
又
は
地
下
に
建
設
中
の
施
設
で
あ
つ
て
、

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
そ
の
利
用
者
の
洪
水
時
、
雨
水
出
水
時
又
は
高
潮
時
（
以
下
「
洪
水

時
等
」
と
い
う
。
）
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
及
び
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防
止
を

図
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ロ
　
要
配
慮
者
利
用
施
設
（
社
会
福
祉
施
設
、
学
校
、
医
療
施
設
そ
の
他
の
主
と
し
て
防
災

上
の
配
慮
を
要
す
る
者
が
利
用
す
る
施
設
を
い
う
。
第
十
五
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
そ
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の

ハ
　
大
規
模
な
工
場
そ
の
他
の
施
設
（
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
用
途
及
び
規
模
に
該

当
す
る
も
の
（
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
「
大
規
模
工
場
等
」
と
い
う
。
）
で
そ
の
洪
水

時
等
の
浸
水
の
防
止
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

五
　
そ
の
他
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２
　
市
町
村
防
災
会
議
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
同
項
第
四
号

に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
へ
の
洪
水
予
報
等
の
伝
達
方
法
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

一
　
前
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
（
地
下
に
建
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
施
設
及
び
地
下
に
建

設
中
の
施
設
を
除
く
。
）
　
当
該
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
及
び
次
条
第
九
項
に
規
定
す

る
自
衛
水
防
組
織
の
構
成
員

二
　
前
項
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
施
設
　
当
該
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
（
第
十
五
条
の
三
第

七
項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
水
防
組
織
が
置
か
れ
た
と
き
は
、
当
該
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
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者
及
び
当
該
自
衛
水
防
組
織
の
構
成
員
）

三
　
前
項
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
施
設
　
当
該
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
（
第
十
五
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
水
防
組
織
が
置
か
れ
た
と
き
は
、
当
該
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理

者
及
び
当
該
自
衛
水
防
組
織
の
構
成
員
）

３
　
浸
水
想
定
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
長
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
住
民
、

滞
在
者
そ
の
他
の
者
（
第
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
「
住
民
等
」
と
い
う
。
）
に
周
知
さ
せ
る

た
め
、
こ
れ
ら
の
事
項
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
に
あ
つ
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
の

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
土
砂
災
害
警
戒
区
域
　
同
法
第
八
条
第
三
項
に

規
定
す
る
事
項

二
　
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
第
五
十
三
条
第
一
項
の
津
波
災
害
警
戒
区
域
　
同

法
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
事
項

（
地
下
街
等
の
利
用
者
の
避
難
の
確
保
及
び
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
の
作

成
等
）

第
十
五
条
の
二
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
そ
の
名
称
及
び
所
在
地

を
定
め
ら
れ
た
地
下
街
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
下
街
等
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避

難
の
確
保
及
び
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
措
置
に
関
す

る
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
地
下
街
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
下
街
等
と
連
続
す
る
施
設
で
あ
つ
て
そ
の
配
置
そ
の
他
の
状
況
に

照
ら
し
当
該
地
下
街
等
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
に
著
し
い
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
施
設
の
所
有
者
又
は

管
理
者
の
意
見
を
聴
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
地
下
街
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
計
画
を
作
成
し
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
市
町
村
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
地
下
街
等
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確

保
及
び
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防
止
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
を
定
め
ら
れ
た
連
続
す
る
二

以
上
の
地
下
街
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
を
共
同
し
て
作

成
す
る
よ
う
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
地
下
街
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
が
同
項
に
規
定
す
る
計
画
を
作

成
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
下
街
等
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な

避
難
の
確
保
及
び
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防
止
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
地
下
街
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
第
一
項
の
地
下
街
等
の
所
有
者
又
は
管

理
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

８
　
第
一
項
の
地
下
街
等
（
地
下
に
建
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
施
設
及
び
地
下
に
建
設
中
の
施
設

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
計

画
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
地
下
街
等
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な

避
難
の
確
保
及
び
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
第
一
項
の
地
下
街
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
同
項
の
地
下
街
等
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
及
び
洪
水
時

等
の
浸
水
の
防
止
を
行
う
自
衛
水
防
組
織
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
０
　
第
一
項
の
地
下
街
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
水
防
組
織
を

置
い
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
自
衛
水
防
組
織
の
構
成
員
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
事
項
を
市
町
村
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
事
項
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。

（
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
避
難
の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
の
作
成
等
）

第
十
五
条
の
三
　
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
そ
の
名
称
及
び
所

在
地
を
定
め
ら
れ
た
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避

難
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
を
作
成

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
市
町
村
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

３
　
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
が
同
項
に
規
定
す
る

計
画
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
洪
水
時
等

の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
要
配
慮

者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有

者
又
は
管
理
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
計
画
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な

避
難
の
確
保
の
た
め
の
訓
練
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
市
町
村
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

６
　
市
町
村
長
は
、
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
第
一
項
の
要
配

慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
当
該
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
洪
水

時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
助
言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

７
　
第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
同
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の

確
保
を
行
う
自
衛
水
防
組
織
を
置
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
水
防

組
織
を
置
い
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
自
衛
水
防
組
織
の
構
成
員
そ
の
他
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
事
項
を
市
町
村
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
事
項
を
変
更
し
た
と
き

も
、
同
様
と
す
る
。
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（
大
規
模
工
場
等
に
お
け
る
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
の
作
成
等
）

第
十
五
条
の
四
　
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
そ
の
名
称
及
び
所

在
地
を
定
め
ら
れ
た
大
規
模
工
場
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
工
場
等
の
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
訓
練

そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

当
該
大
規
模
工
場
等
の
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
実
施
す
る
ほ
か
、
当
該
大

規
模
工
場
等
の
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防
止
を
行
う
自
衛
水
防
組
織
を
置
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
大
規
模
工
場
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
を
作
成
し
、

又
は
自
衛
水
防
組
織
を
置
い
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
計
画
又
は
当
該
自
衛
水
防
組
織
の

構
成
員
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
市
町
村
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
当
該
計
画
又
は
当
該
事
項
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
市
町
村
防
災
会
議
の
協
議
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
の
準
用
）

第
十
五
条
の
五
　
第
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
災
害
対
策
基
本
法
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
水
災
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
図
る
た
め
市
町
村
防
災
会
議
の
協
議
会
が
設
置
さ
れ

て
い
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
第
一
項
中
「
市
町
村
防

災
会
議
（
災
害
対
策
基
本
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
防
災
会
議
を
い
い
、
こ
れ

を
設
置
し
な
い
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
防

災
会
議
の
協
議
会
（
災
害
対
策
基
本
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
防
災
会
議
の
協

議
会
を
い
う
」
と
、
「
市
町
村
地
域
防
災
計
画
（
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町

村
地
域
防
災
計
画
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
相
互
間
地
域
防
災
計
画
（
同
法
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
相
互
間
地
域
防
災
計
画
を
い
う
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
市
町

村
防
災
会
議
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
防
災
会
議
の
協
議
会
」
と
、
同
項
、
同
条
第
三
項
、
第

十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
五
条
の
三
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
中
「
市
町
村

地
域
防
災
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
相
互
間
地
域
防
災
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
浸
水
被
害
軽
減
地
区
の
指
定
等
）

第
十
五
条
の
六
　
水
防
管
理
者
は
、
洪
水
浸
水
想
定
区
域
（
当
該
区
域
に
隣
接
し
、
又
は
近
接
す

る
区
域
を
含
み
、
河
川
区
域
（
河
川
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
区
域
を
い
う
。
）
を

除
く
。
）
内
で
輪
中
堤
防
そ
の
他
の
帯
状
の
盛
土
構
造
物
が
存
す
る
土
地
（
そ
の
状
況
が
こ
れ

に
類
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
土
地
を
含
む
。
）
の
区
域
で
あ
つ
て
浸
水
の

拡
大
を
抑
制
す
る
効
用
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
浸
水
被
害
軽
減
地
区
と
し
て
指
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
水
防
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当

該
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
長
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、

当
該
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
水
防
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
浸
水
被
害
軽
減
地
区
を
公
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
当
該
浸
水
被

害
軽
減
地
区
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
長
及
び
当
該
浸
水
被
害
軽
減
地
区
内
の
土
地
の
所

有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
よ
つ
て
そ
の
効
力
を
生
ず

る
。

５
　
前
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
標
識
の
設
置
等
）

第
十
五
条
の
七
　
水
防
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
浸
水
被
害
軽
減
地
区
を
指
定
し

た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
、
市
町
村
又
は
水
防
事
務
組
合
に
あ

つ
て
は
条
例
で
、
水
害
予
防
組
合
に
あ
つ
て
は
組
合
会
の
議
決
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
浸

水
被
害
軽
減
地
区
の
区
域
内
に
、
浸
水
被
害
軽
減
地
区
で
あ
る
旨
を
表
示
し
た
標
識
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
浸
水
被
害
軽
減
地
区
内
の
土
地
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い

限
り
、
前
項
の
標
識
の
設
置
を
拒
み
、
又
は
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
何
人
も
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
標
識
を
水
防
管
理
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
移

転
し
、
若
し
く
は
除
却
し
、
又
は
汚
損
し
、
若
し
く
は
損
壊
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
水
防
管
理
団
体
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
為
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
時

価
に
よ
り
そ
の
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
為
の
届
出
等
）

第
十
五
条
の
八
　
浸
水
被
害
軽
減
地
区
内
の
土
地
に
お
い
て
土
地
の
掘
削
、
盛
土
又
は
切
土
そ
の

他
土
地
の
形
状
を
変
更
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
行
為
に
着
手
す
る
日
の
三
十

日
前
ま
で
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
為
の
種
類
、
場
所
、
設
計
又
は

施
行
方
法
、
着
手
予
定
日
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
水
防
管
理
者
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為
で
政
令
で
定

め
る
も
の
及
び
非
常
災
害
の
た
め
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２
　
水
防
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
届
出
の
内
容
を
、
当
該
浸
水
被
害
軽
減
地
区
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町

村
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
水
防
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
浸
水
被
害

軽
減
地
区
が
有
す
る
浸
水
の
拡
大
を
抑
制
す
る
効
用
を
保
全
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
て
、
必
要
な
助
言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
）

第
十
五
条
の
九
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
十
条
第
二
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
河
川
に
つ
い
て
、
想
定
最
大
規
模
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
の
水
災
に

よ
る
被
害
の
軽
減
に
資
す
る
取
組
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
協
議
を

行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を

組
織
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
。

一
　
国
土
交
通
大
臣

二
　
当
該
河
川
の
存
す
る
都
道
府
県
の
知
事

三
　
当
該
河
川
の
存
す
る
市
町
村
の
長

四
　
当
該
河
川
の
存
す
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
水
防
管
理
団
体
の
水
防
管
理
者

五
　
当
該
河
川
の
河
川
管
理
者

六
　
当
該
河
川
の
存
す
る
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
管
轄
す
る
管
区
気
象
台
長
、
沖
縄
気
象
台

長
又
は
地
方
気
象
台
長
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七
　
第
三
号
の
市
町
村
に
隣
接
す
る
市
町
村
の
長
そ
の
他
の
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る

者
３
　
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
大
規
模
氾
濫
減
災

協
議
会
の
構
成
員
は
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
が
定
め
る
。

（
都
道
府
県
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
）

第
十
五
条
の
十
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
し
た
河
川
に
つ
い
て
、
想
定
最
大
規
模
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
の
水
災

に
よ
る
被
害
の
軽
減
に
資
す
る
取
組
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
協
議

を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
」
と

い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
都
道
府
県
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
構
成
す
る
。

一
　
当
該
都
道
府
県
知
事

二
　
当
該
河
川
の
存
す
る
市
町
村
の
長

三
　
当
該
河
川
の
存
す
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
水
防
管
理
団
体
の
水
防
管
理
者

四
　
当
該
河
川
の
河
川
管
理
者

五
　
当
該
河
川
の
存
す
る
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
管
轄
す
る
管
区
気
象
台
長
、
沖
縄
気
象
台

長
又
は
地
方
気
象
台
長

六
　
第
二
号
の
市
町
村
に
隣
接
す
る
市
町
村
の
長
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認

め
る
者

３
　
前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
大
規
模
氾
濫
減
災
協
議
会
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
前
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
条
第
一
項
及
び
第
二

項
並
び
に
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
予
想
さ
れ
る
水
災
の
危
険
の
周
知
等
）

第
十
五
条
の
十
一
　
市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
河
川
（
第
十
条
第
二
項
、

第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
河
川

を
除
く
。
）
の
う
ち
、
洪
水
時
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確
保
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認

め
る
河
川
に
つ
い
て
、
過
去
の
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
際
に
浸
水
し
た
地
点
、
そ

の
水
深
そ
の
他
の
状
況
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
把
握
し
た
と
き
は
、
当

該
河
川
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
水
災
の
危
険
を
住
民
等
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
河
川
管
理
者
の
援
助
等
）

第
十
五
条
の
十
二
　
河
川
管
理
者
は
、
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
浸
水
被
害
軽
減
地

区
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
水
防
管
理
者
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
浸
水
し
た
地
点
、
そ
の
水

深
そ
の
他
の
状
況
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
長
に
対
し
、
必
要
な
情
報
提
供
、
助
言
そ
の

他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
河
川
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

河
川
法
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
河
川
協
力
団
体
に
必
要
な
協
力
を

要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
水
防
警
報
）

第
十
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
洪
水
、
津
波
又
は
高
潮
に
よ
り
国
民
経
済
上
重
大
な
損
害
を
生

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
て
指
定
し
た
河
川
、
湖
沼
又
は
海
岸
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事

は
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
河
川
、
湖
沼
又
は
海
岸
以
外
の
河
川
、
湖
沼
又
は
海
岸
で
洪

水
、
津
波
又
は
高
潮
に
よ
り
相
当
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
て
指
定
し
た
も
の

に
つ
い
て
、
水
防
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
水
防
警
報
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
警
報
事

項
を
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
水
防
警
報
を
し
た
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
り
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
都
道
府
県
の
水
防
計
画
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち
に
そ

の
警
報
事
項
又
は
そ
の
受
け
た
通
知
に
係
る
事
項
を
関
係
水
防
管
理
者
そ
の
他
水
防
に
関
係
の

あ
る
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
河
川
、
湖
沼
又
は
海
岸
を

指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
防
団
及
び
消
防
機
関
の
出
動
）

第
十
七
条
　
水
防
管
理
者
は
、
水
防
警
報
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
、
水
位
が
警
戒
水
位
に
達
し
た
と

き
そ
の
他
水
防
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
の
水
防
計
画
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
水
防
団
及
び
消
防
機
関
を
出
動
さ
せ
、
又
は
出
動
の
準
備
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
優
先
通
行
）

第
十
八
条
　
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
標
識
を
有
す
る
車
両
が
水
防
の
た
め
出
動
す
る
と
き
は
、

車
両
及
び
歩
行
者
は
、
こ
れ
に
進
路
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
急
通
行
）

第
十
九
条
　
水
防
団
長
、
水
防
団
員
及
び
消
防
機
関
に
属
す
る
者
並
び
に
水
防
管
理
者
か
ら
委
任

を
受
け
た
者
は
、
水
防
上
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
所
に
赴
く
と
き
は
、
一
般
交
通
の
用
に
供
し

な
い
通
路
又
は
公
共
の
用
に
供
し
な
い
空
地
及
び
水
面
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
水
防
管
理
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
、
時
価
に
よ
り
そ
の
損

失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
防
信
号
）

第
二
十
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
水
防
に
用
い
る
信
号
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
何
人
も
、
み
だ
り
に
前
項
の
水
防
信
号
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
信
号
を
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。

（
警
戒
区
域
）

第
二
十
一
条
　
水
防
上
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
水
防
団
長
、
水
防
団
員
又
は
消

防
機
関
に
属
す
る
者
は
、
警
戒
区
域
を
設
定
し
、
水
防
関
係
者
以
外
の
者
に
対
し
て
、
そ
の
区

域
へ
の
立
入
り
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
そ
の
区
域
か
ら
の
退
去
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
所
に
お
い
て
は
、
水
防
団
長
、
水
防
団
員
若
し
く
は
消
防
機
関
に
属
す
る
者
が
い

な
い
と
き
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
要
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
警
察
官
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者

の
職
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
警
察
官
の
援
助
の
要
求
）

第
二
十
二
条
　
水
防
管
理
者
は
、
水
防
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
署
長
に
対

し
て
、
警
察
官
の
出
動
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
応
援
）

第
二
十
三
条
　
水
防
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
水
防
管
理
者
は
、
他
の
水
防
管
理
者

又
は
市
町
村
長
若
し
く
は
消
防
長
に
対
し
て
応
援
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
応
援
を
求
め
ら

れ
た
者
は
、
で
き
る
限
り
そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
応
援
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
者
は
、
水
防
に
つ
い
て
は
応
援
を
求
め
た
水
防
管
理
者
の
所
轄
の

下
に
行
動
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
応
援
の
た
め
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
応
援
を
求
め
た
水
防
管
理
団

体
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る
費
用
の
額
及
び
負
担
の
方
法
は
、
当
該
応
援
を
求
め
た
水
防

管
理
団
体
と
当
該
応
援
を
求
め
ら
れ
た
水
防
管
理
団
体
又
は
市
町
村
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

（
居
住
者
等
の
水
防
義
務
）

第
二
十
四
条
　
水
防
管
理
者
、
水
防
団
長
又
は
消
防
機
関
の
長
は
、
水
防
の
た
め
や
む
を
得
な
い

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
水
防
管
理
団
体
の
区
域
内
に
居
住
す
る
者
、
又
は
水
防
の
現
場
に

あ
る
者
を
し
て
水
防
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
決
壊
の
通
報
）

第
二
十
五
条
　
水
防
に
際
し
、
堤
防
そ
の
他
の
施
設
が
決
壊
し
た
と
き
は
、
水
防
管
理
者
、
水
防

団
長
、
消
防
機
関
の
長
又
は
水
防
協
力
団
体
の
代
表
者
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
関
係
者
に
通
報
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
決
壊
後
の
処
置
）

第
二
十
六
条
　
堤
防
そ
の
他
の
施
設
が
決
壊
し
た
と
き
に
お
い
て
も
、
水
防
管
理
者
、
水
防
団

長
、
消
防
機
関
の
長
及
び
水
防
協
力
団
体
の
代
表
者
は
、
で
き
る
限
り
は
ん
濫
に
よ
る
被
害
が

拡
大
し
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
防
通
信
）

第
二
十
七
条
　
何
人
も
、
水
防
上
緊
急
を
要
す
る
通
信
が
最
も
迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
協
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
水
防
管
理
者
、
水
防
団
長
、
消
防
機
関
の
長
又
は
こ
れ

ら
の
者
の
命
を
受
け
た
者
は
、
水
防
上
緊
急
を
要
す
る
通
信
の
た
め
に
、
電
気
通
信
事
業
法

（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の

事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
を
優
先
的
に
利
用
し
、
又
は
警
察
通
信
施
設
、
気
象
官
署

通
信
施
設
、
鉄
道
通
信
施
設
、
電
気
事
業
通
信
施
設
そ
の
他
の
専
用
通
信
施
設
を
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
公
用
負
担
）

第
二
十
八
条
　
水
防
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
水
防
管
理
者
、
水
防
団
長
又
は
消
防

機
関
の
長
は
、
水
防
の
現
場
に
お
い
て
、
必
要
な
土
地
を
一
時
使
用
し
、
土
石
、
竹
木
そ
の
他

の
資
材
を
使
用
し
、
若
し
く
は
収
用
し
、
車
両
そ
の
他
の
運
搬
用
機
器
若
し
く
は
排
水
用
機
器

を
使
用
し
、
又
は
工
作
物
そ
の
他
の
障
害
物
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
水
防
管
理
者
か
ら
委
任
を
受
け
た
者
は
、
水
防
の
現
場

に
お
い
て
、
必
要
な
土
地
を
一
時
使
用
し
、
土
石
、
竹
木
そ
の
他
の
資
材
を
使
用
し
、
又
は
車

両
そ
の
他
の
運
搬
用
機
器
若
し
く
は
排
水
用
機
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
水
防
管
理
団
体
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
、
時
価
に
よ
り
そ
の

損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
退
き
の
指
示
）

第
二
十
九
条
　
洪
水
、
雨
水
出
水
、
津
波
又
は
高
潮
に
よ
つ
て
氾
濫
に
よ
る
著
し
い
危
険
が
切
迫

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
、
そ
の
命
を
受
け
た
都
道
府
県
の
職
員
又

は
水
防
管
理
者
は
、
必
要
と
認
め
る
区
域
の
居
住
者
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
に
対
し
、
避
難
の

た
め
立
ち
退
く
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
水
防
管
理
者
が
指
示
を
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
知
事
の
指
示
）

第
三
十
条
　
水
防
上
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
水
防
管
理
者
、
水
防
団
長
又

は
消
防
機
関
の
長
に
対
し
て
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
重
要
河
川
に
お
け
る
国
土
交
通
大
臣
の
指
示
）

第
三
十
一
条
　
二
以
上
の
都
府
県
に
関
係
が
あ
る
河
川
で
、
公
共
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
特
に

重
要
な
も
の
の
水
防
上
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
、
水
防

管
理
者
、
水
防
団
長
又
は
消
防
機
関
の
長
に
対
し
て
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
緊
急
水
防
活
動
）

第
三
十
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
洪
水
、
雨
水
出
水
、
津
波
又
は
高
潮
に
よ
る
著
し
く
激
甚
な

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
水
防
上
緊
急
を
要
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

水
防
活
動
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
三
条
の
二
に
お
い
て
「
特
定
緊
急
水
防
活
動
」
と
い

う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
災
害
の
発
生
に
伴
い
浸
入
し
た
水
の
排
除

二
　
高
度
の
機
械
力
又
は
高
度
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
水
防
活
動
と
し
て
政
令
で

定
め
る
も
の

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
緊
急
水
防
活
動
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
特
定
緊
急
水
防
活
動
を
行
お
う
と
す
る
場
所
に
係
る
水
防
管
理
者
に
そ
の

旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
定
緊
急
水
防
活
動
を
終
了
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
特
定
緊
急
水
防
活
動
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
十

九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
水
防
団
長
、
水
防
団
員
及
び
消
防
機
関
に
属
す

る
者
並
び
に
水
防
管
理
者
か
ら
委
任
を
受
け
た
者
」
と
あ
り
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
水
防

団
長
、
水
防
団
員
又
は
消
防
機
関
に
属
す
る
者
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
二
項
中
「
水
防
団

長
、
水
防
団
員
若
し
く
は
消
防
機
関
に
属
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
の
職
員
」

と
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
八
条
第
三
項
中
「
水
防
管
理
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
国
」

と
、
第
二
十
二
条
中
「
水
防
管
理
者
」
と
あ
り
、
第
二
十
五
条
中
「
水
防
管
理
者
、
水
防
団

長
、
消
防
機
関
の
長
又
は
水
防
協
力
団
体
の
代
表
者
」
と
あ
り
、
第
二
十
六
条
中
「
水
防
管
理

者
、
水
防
団
長
、
消
防
機
関
の
長
及
び
水
防
協
力
団
体
の
代
表
者
」
と
あ
り
、
及
び
第
二
十
八

条
第
一
項
中
「
水
防
管
理
者
、
水
防
団
長
又
は
消
防
機
関
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大

臣
」
と
す
る
。

（
水
防
訓
練
）

第
三
十
二
条
の
二
　
指
定
管
理
団
体
は
、
毎
年
、
水
防
団
、
消
防
機
関
及
び
水
防
協
力
団
体
の
水

防
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
指
定
管
理
団
体
以
外
の
水
防
管
理
団
体
は
、
毎
年
、
水
防
団
、
消
防
機
関
及
び
水
防
協
力
団

体
の
水
防
訓
練
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
津
波
避
難
訓
練
へ
の
参
加
）

第
三
十
二
条
の
三
　
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
第
五
十
三
条
第
一
項
の
津
波
災
害
警

戒
区
域
に
係
る
水
防
団
、
消
防
機
関
及
び
水
防
協
力
団
体
は
、
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
三

号
に
規
定
す
る
津
波
避
難
訓
練
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
指
定
水
防
管
理
団
体

（
水
防
計
画
）

第
三
十
三
条
　
指
定
管
理
団
体
の
水
防
管
理
者
は
、
都
道
府
県
の
水
防
計
画
に
応
じ
た
水
防
計
画

を
定
め
、
及
び
毎
年
水
防
計
画
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変

更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
管
理
団
体
の
水
防
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
水
防
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
水
防
協
議
会
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
水
防
協
議
会

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
指
定
管
理
団
体
に
あ
つ
て
は
当
該
水

防
協
議
会
、
水
防
協
議
会
を
設
置
せ
ず
、
か
つ
、
災
害
対
策
基
本
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
市
町
村
防
災
会
議
を
設
置
す
る
市
町
村
で
あ
る
指
定
管
理
団
体
に
あ
つ
て
は
当
該
市
町
村

防
災
会
議
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
指
定
管
理
団
体
の
水
防
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
水
防
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更

し
た
と
き
は
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
遅
滞
な
く
、
水
防
計
画
を
都

道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
管
理
団
体
の
水
防
計
画
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
水
防
協
議
会
）

第
三
十
四
条
　
指
定
管
理
団
体
の
水
防
計
画
そ
の
他
水
防
に
関
し
重
要
な
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ

る
た
め
、
指
定
管
理
団
体
に
水
防
協
議
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
水
防
事
務
組
合

及
び
水
害
予
防
組
合
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
水
防
協
議
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２
　
指
定
管
理
団
体
の
水
防
協
議
会
は
、
水
防
に
関
し
関
係
機
関
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
　
指
定
管
理
団
体
の
水
防
協
議
会
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

４
　
会
長
は
、
指
定
管
理
団
体
の
水
防
管
理
者
を
も
つ
て
充
て
る
。
委
員
は
、
関
係
行
政
機
関
の

職
員
並
び
に
水
防
に
関
係
の
あ
る
団
体
の
代
表
者
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
指
定

管
理
団
体
の
水
防
管
理
者
が
命
じ
、
又
は
委
嘱
す
る
。

５
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
管
理
団
体
の
水
防
協
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

市
町
村
又
は
水
防
事
務
組
合
に
あ
つ
て
は
条
例
で
、
水
害
予
防
組
合
に
あ
つ
て
は
組
合
会
の
議

決
で
定
め
る
。

（
水
防
団
員
の
定
員
の
基
準
）

第
三
十
五
条
　
都
道
府
県
は
、
条
例
で
、
指
定
管
理
団
体
の
水
防
団
員
の
定
員
の
基
準
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章
　
水
防
協
力
団
体

（
水
防
協
力
団
体
の
指
定
）

第
三
十
六
条
　
水
防
管
理
者
は
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
と
認
め
ら
れ
る
法
人
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
団
体

を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
水
防
協
力
団
体
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
水
防
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
水
防
協
力
団
体
の
名

称
、
住
所
及
び
事
務
所
の
所
在
地
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
水
防
協
力
団
体
は
、
そ
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
水
防
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
水
防
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を

公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
防
協
力
団
体
の
業
務
）

第
三
十
七
条
　
水
防
協
力
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
水
防
団
又
は
消
防
機
関
が
行
う
水
防
上
必
要
な
監
視
、
警
戒
そ
の
他
の
水
防
活
動
に
協
力

す
る
こ
と
。

二
　
水
防
に
必
要
な
器
具
、
資
材
又
は
設
備
を
保
管
し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
。

三
　
水
防
に
関
す
る
情
報
又
は
資
料
を
収
集
し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
。

四
　
水
防
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

五
　
水
防
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
を
行
う
こ
と
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
水
防
団
等
と
の
連
携
）

第
三
十
八
条
　
水
防
協
力
団
体
は
、
水
防
団
及
び
水
防
を
行
う
消
防
機
関
と
の
密
接
な
連
携
の
下

に
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
督
等
）

第
三
十
九
条
　
水
防
管
理
者
は
、
第
三
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を

確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
水
防
協
力
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し

報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
水
防
管
理
者
は
、
水
防
協
力
団
体
が
第
三
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に

実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
水
防
協
力
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
運
営
の
改
善
に

関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
水
防
管
理
者
は
、
水
防
協
力
団
体
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の

指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
水
防
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
の
提
供
等
）

第
四
十
条
　
国
、
都
道
府
県
及
び
水
防
管
理
団
体
は
、
水
防
協
力
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
実

施
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章
　
費
用
の
負
担
及
び
補
助

（
水
防
管
理
団
体
の
費
用
負
担
）

第
四
十
一
条
　
水
防
管
理
団
体
の
水
防
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
水
防
管
理
団
体
が
負
担
す
る
も

の
と
す
る
。
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（
利
益
を
受
け
る
市
町
村
の
費
用
負
担
）

第
四
十
二
条
　
水
防
管
理
団
体
の
水
防
に
よ
つ
て
当
該
水
防
管
理
団
体
の
区
域
の
関
係
市
町
村
以

外
の
市
町
村
が
著
し
く
利
益
を
受
け
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
水
防
に

要
す
る
費
用
の
一
部
は
、
当
該
水
防
に
よ
り
著
し
く
利
益
を
受
け
る
市
町
村
が
負
担
す
る
も
の

と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る
費
用
の
額
及
び
負
担
の
方
法
は
、
当
該
水
防
を
行
う
水
防
管

理
団
体
と
当
該
水
防
に
よ
り
著
し
く
利
益
を
受
け
る
市
町
村
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
水
防
管
理
団
体
又
は
市
町
村
は
、
そ
の

区
域
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
に
あ
つ
せ
ん
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
あ
つ
せ
ん
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
、
当
事
者
の
う
ち
に
そ
の
区
域
が
他
の
都
府
県
に
属
す
る
水
防
管
理
団
体
又
は
市

町
村
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
都
府
県
の
知
事
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
の
費
用
負
担
）

第
四
十
三
条
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
に
要

す
る
費
用
は
、
当
該
都
道
府
県
の
負
担
と
す
る
。

（
国
の
費
用
負
担
）

第
四
十
三
条
の
二
　
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
特
定
緊
急
水
防

活
動
に
要
す
る
費
用
は
、
国
の
負
担
と
す
る
。

（
費
用
の
補
助
）

第
四
十
四
条
　
都
道
府
県
は
、
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
水
防
管
理
団
体
が
負
担
す
る
費
用
に

つ
い
て
、
当
該
水
防
管
理
団
体
に
対
し
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
国
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
水
防
管
理
団
体
に
対
し
て
補
助
す
る
と
き
は
、
当

該
補
助
金
額
の
う
ち
、
二
以
上
の
都
府
県
の
区
域
に
わ
た
る
河
川
又
は
流
域
面
積
が
大
き
い
河

川
で
洪
水
に
よ
る
国
民
経
済
に
与
え
る
影
響
が
重
大
な
も
の
の
政
令
で
定
め
る
水
防
施
設
の
設

置
に
係
る
金
額
の
二
分
の
一
以
内
を
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
に
対
し
て

補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
都
道
府
県
に
対
し
て
補
助
す
る
金
額
は
、
当
該
水
防
施
設
の
設
置

に
要
す
る
費
用
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
以
内
と
す
る
。

第
七
章
　
雑
則

（
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
水
防
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
災
害
補
償
）

第
四
十
五
条
　
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
水
防
に
従
事
し
た
者
が
水
防
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ

り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
病
気
に
か
か
り
、
又
は
水
防
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷

若
し
く
は
病
気
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
水
防
管
理

団
体
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
市
町
村
又
は
水
防
事
務
組
合
に
あ
つ
て
は
条
例
で
、

水
害
予
防
組
合
に
あ
つ
て
は
組
合
会
の
議
決
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
又
は
そ
の
者

の
遺
族
が
こ
れ
ら
の
原
因
に
よ
つ
て
受
け
る
損
害
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
彰
）

第
四
十
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
水
防
管
理
者
の
所
轄
の
下
に
水
防
に
従
事
し
た
者
で
当
該
水

防
に
関
し
著
し
い
功
労
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
表
彰
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
）

第
四
十
七
条
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
消
防
庁
長
官
は
、
都
道
府
県
又
は
水
防
管
理
団
体
に
対
し
、

水
防
に
関
し
必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
水
防
管
理
団
体
に
対
し
、
水
防
に
関
し

必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
勧
告
及
び
助
言
）

第
四
十
八
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
都
道
府
県
又
は
水
防
管
理
団
体
に
対
し
、
都
道
府
県
知
事
は
都

道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
水
防
管
理
団
体
に
対
し
、
水
防
に
関
し
必
要
な
勧
告
又
は
助
言
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
料
の
提
出
及
び
立
入
り
）

第
四
十
九
条
　
都
道
府
県
知
事
又
は
水
防
管
理
者
は
、
水
防
計
画
を
作
成
す
る
た
め
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
に
対
し
て
資
料
の
提
出
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
、
水
防
団

長
、
水
防
団
員
若
し
く
は
消
防
機
関
に
属
す
る
者
を
し
て
必
要
な
土
地
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
都
道
府
県
の
職
員
、
水
防
団
長
、
水
防
団
員
又
は
消
防
機
関
に
属
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
必
要
な
土
地
に
立
ち
入
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関

係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
消
防
事
務
と
の
調
整
）

第
五
十
条
　
水
防
管
理
者
は
、
水
防
事
務
と
水
防
事
務
以
外
の
消
防
事
務
と
が
競
合
す
る
場
合
の

措
置
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
市
町
村
長
と
協
議
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
五
十
一
条
　
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
八
章
　
罰
則

第
五
十
二
条
　
み
だ
り
に
水
防
管
理
団
体
の
管
理
す
る
水
防
の
用
に
供
す
る
器
具
、
資
材
又
は
設

備
を
損
壊
し
、
又
は
撤
去
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

２
　
前
項
の
者
に
は
、
情
状
に
よ
り
懲
役
及
び
罰
金
を
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
三
条
　
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
の
禁
止
若
し
く
は
制
限
又
は
退
去
の
命
令

に
従
わ
な
か
つ
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
四
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
　
第
十
五
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
　
第
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を

し
て
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
者

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
に

処
す
る
。
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一
　
み
だ
り
に
水
防
管
理
団
体
の
管
理
す
る
水
防
の
用
に
供
す
る
器
具
、
資
材
又
は
設
備
を
使

用
し
、
又
は
そ
の
正
当
な
使
用
を
妨
げ
た
者

二
　
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三
　
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
を
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出

し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

附
　
則

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
水
防
法
及
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三

十
七
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
第
十
三
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
河
川
と
み
な
さ
れ
た
河
川
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
国
は
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
限
り
、
都
道
府
県
に
対

し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
前
項
の
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
を
す
る
た
め
に
必
要
な
河
川

が
は
ん
濫
し
た
場
合
に
浸
水
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
の
地
形
及
び
利
用
の
状
況
そ
の
他
の
事

項
に
関
す
る
調
査
（
次
項
に
お
い
て
「
浸
水
想
定
区
域
調
査
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費
用
の

三
分
の
一
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
附
則
第
二
項
の
浸
水
想
定

区
域
の
指
定
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
に
対

し
、
浸
水
想
定
区
域
調
査
又
は
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進

に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
必
要
な
報
告
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
法
律
第
二
五
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
一
日
法
律
第
一
四
〇
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
八
日
法
律
第
一
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
中
、
第
五
十
三
条
の
規
定
は
、
交
通
事
件
即
決
裁
判
手
続
法
の
施
行
の
日
か
ら
、

そ
の
他
の
部
分
は
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
。
同
法
附
則
第
一
項
但
書

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
七
月
一
一
日
法
律
第
六
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
六
月
一
一
日
法
律
第
一
四
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
五
月
一
六
日
法
律
第
一
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
六
月
三
〇
日
法
律
第
一
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

第
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に

よ
り
内
閣
総
理
大
臣
若
し
く
は
自
治
庁
長
官
が
し
、
又
は
国
家
消
防
本
部
に
お
い
て
し
た
許

可
、
認
可
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
処
分
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律

の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
自
治
大
臣
が
し
、
又
は
消
防
庁
に
お
い
て
し
た
許
可
、
認
可
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
処
分
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り

内
閣
総
理
大
臣
若
し
く
は
自
治
庁
長
官
又
は
国
家
消
防
本
部
に
対
し
て
し
た
許
可
、
認
可
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
処
分
の
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ

れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
自
治
大
臣
又
は
消
防
庁
に
対
し
て
し
た
許
可
、
認

可
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
処
分
の
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
六
月
二
三
日
法
律
第
九
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
七
月
一
六
日
法
律
第
六
六
号
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
五
日
法
律
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
二
一
日
法
律
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
九
日
法
律
第
四
九
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
中
、
第
一
章
の
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
四
十
八
号
）
中
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

編
第
十
二
章
の
改
正
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
、
第
二
章
の
規
定
は
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
中
地
方
自
治
法
第
三
編
第
三
章
の
改
正
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
四
月
二
一
日
法
律
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
目
次
、
第
三
条
第
一
項
、
第
三
章
の
章
名
、
第
三
十

三
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
及
び
第
七
十
二
条
か
ら
第
七
十
四
条
ま
で
の
改

正
規
定
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
並
び
に
第
四
条
中
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共

済
基
金
法
第
九
条
の
三
及
び
第
二
十
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
三

条
の
規
定
　
平
成
七
年
八
月
一
日

第
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
（
附
則
第
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
施
行
を
い
う
。
）
前
に
し
た

行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
条
の
次
に
五
条
、
節
名
並
び
に
二
款
及
び
款
名
を
加

え
る
改
正
規
定
（
同
法
第
二
百
五
十
条
の
九
第
一
項
に
係
る
部
分
（
両
議
院
の
同
意
を
得
る

こ
と
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
、
第
四
十
条
中
自
然
公
園
法
附
則
第
九
項
及
び

第
十
項
の
改
正
規
定
（
同
法
附
則
第
十
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
四
十
四
条
の

規
定
（
農
業
改
良
助
長
法
第
十
四
条
の
三
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第

四
百
七
十
二
条
の
規
定
（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
、
第
八
条
及
び
第

十
七
条
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
、
第
十
条
、
第
十
二

条
、
第
五
十
九
条
た
だ
し
書
、
第
六
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
七

条
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
百
六
十
条
、
第
百
六
十
三
条
、
第
百
六

十
四
条
並
び
に
第
二
百
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
国
等
の
事
務
）

第
百
五
十
九
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ

の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ

り
管
理
し
又
は
執
行
す
る
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
公
共
団
体
の
事
務
（
附
則
第
百
六

十
一
条
に
お
い
て
「
国
等
の
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
は
、
地
方
公
共
団

体
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
し
て
処
理
す
る
も

の
と
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
。
以

下
こ
の
条
及
び
附
則
第
百
六
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の

法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
分

等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規

定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
許
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
等
の

行
為
」
と
い
う
。
）
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務

を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
又
は
改

正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
経
過
措
置
に
関
す
る
規
定
に

定
め
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為

又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体

の
機
関
に
対
し
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の

法
律
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
及
び
こ
れ

に
基
づ
く
政
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
を
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律

の
相
当
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ

の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み

な
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
不
服
申
立
て
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
一
条
　
施
行
日
前
に
さ
れ
た
国
等
の
事
務
に
係
る
処
分
で
あ
っ
て
、
当
該
処
分
を
し
た

行
政
庁
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
分
庁
」
と
い
う
。
）
に
施
行
日
前
に
行
政
不
服
審
査
法

に
規
定
す
る
上
級
行
政
庁
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
上
級
行
政
庁
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た

も
の
に
つ
い
て
の
同
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
も
、
当
該

処
分
庁
に
引
き
続
き
上
級
行
政
庁
が
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
を
適

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
庁
の
上
級
行
政
庁
と
み
な
さ
れ
る
行
政
庁
は
、
施

行
日
前
に
当
該
処
分
庁
の
上
級
行
政
庁
で
あ
っ
た
行
政
庁
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
上
級
行
政
庁
と
み
な
さ
れ
る
行
政
庁
が
地
方
公
共
団
体
の
機
関
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
機
関
が
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務

は
、
新
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
六
十
四
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過

措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
二
百
五
十
条
　
新
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
に

つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
新
た
に
設
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
新
地
方
自
治

法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
及
び
新
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
政
令
に
示
す
も
の
に
つ
い
て
は
、

地
方
分
権
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
、
適
宜
、
適
切
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す

る
。
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第
二
百
五
十
一
条
　
政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
が
事
務
及
び
事
業
を
自
主
的
か
つ
自
立
的
に
執
行

で
き
る
よ
う
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
の
方

途
に
つ
い
て
、
経
済
情
勢
の
推
移
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第

千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百

四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
一
三
日
法
律
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
二
日
法
律
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
う
ち
水
防
法
第
六
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加

え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
水
防
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
水
防
法
（
以
下
「
旧

法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
て
い
る
河
川
以
外

の
河
川
の
う
ち
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

指
定
区
間
外
の
一
級
河
川
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
級
河
川
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
旧
法
第
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し

て
い
る
も
の
又
は
旧
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
て
い
る

河
川
以
外
の
河
川
の
う
ち
河
川
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
内
の
一
級
河
川
若
し

く
は
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
級
河
川
で
旧
法
第
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
て
い
る
も
の
（
専
ら
高
潮
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
水
防
を
行
う
べ
き

も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
水
防
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
河
川
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が

指
定
し
た
河
川
と
み
な
す
。

第
三
条
　
旧
法
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
新
法
の
規
定
に

相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と

み
な
す
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条
　
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、

政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
二
日
法
律
第
五
〇
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
二
五
日
法
律
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
四
日
法
律
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
法
律
第
一
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
十
一
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
八
十
二
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措

置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
一
四
日
法
律
第
一
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
一
二
日
法
律
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
水
防
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
水
防
法
第
三
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
水
防
協
力
団
体
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
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水
防
法
（
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
新
水
防
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
さ
れ
た
水
防
協
力
団
体
と
み
な
す
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条
　
前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政

令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
六
条
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
水
防
法
及
び
新

河
川
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
一
四
日
法
律
第
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
一
条
、
第
五
条
、
第
七
条
（
消
防
組
織
法
第
十
五
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
九

条
、
第
十
条
、
第
十
四
条
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
六
章
　
移
行

型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
に
伴
う
措
置
（
第
五
十
九
条
―
第
六
十
七
条
）
」
を
「
／
第

六
章
　
移
行
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
に
伴
う
措
置
（
第
五
十
九
条
―
第
六
十
七
条
）

／
第
六
章
の
二
　
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
か
ら
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
へ
の
移
行
に
伴

う
措
置
（
第
六
十
七
条
の
二
―
第
六
十
七
条
の
七
）
／
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同

法
第
八
条
、
第
五
十
五
条
及
び
第
五
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
六
章
の
次

に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
五
条
、
第
二
十
二
条
（
民
生
委
員
法
第
四

条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
三
十
六
条
、
第
四
十
条
（
森
林
法
第
七
十
条
第
一
項
の
改

正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
五
十
条
（
建
設
業
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
に
限

る
。
）
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
（
建
築
基
準
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
に

限
る
。
）
、
第
五
十
三
条
、
第
六
十
一
条
（
都
市
計
画
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定

に
限
る
。
）
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
五
条
（
国
土
利
用
計
画
法
第
十
五
条
第
二
項
の
改
正

規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
七
十
二
条
の
規
定
並
び
に
次
条
、
附
則
第
三
条
第
二
項
、
第
四

条
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
一
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正

規
定
中
第
百
四
十
一
条
の
四
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
六
条
並
び
に
第
十
八
条
の
規

定
　
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前

に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
一
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
二
一
日
法
律
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
及
び
二
　
略

三
　
附
則
第
七
条
の
規
定
　
水
防
法
及
び
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
二
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
九
日
法
律
第
一
〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
二
〇
日
法
律
第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
水
防
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
水
防
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
水
防
法
」
と

い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
が
さ
れ
る
ま
で
の
間

は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
水
防
法
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
浸
水
想
定
区
域
は
、
新
水
防
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
さ
れ
た
洪
水
浸
水
想
定
区
域
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
洪
水
浸
水
想
定
区
域
と
み
な
さ
れ
た
浸
水
想
定
区
域
に
対
す
る
新
水
防

法
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
四
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
水
防
法
第
十
五
条
第

一
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
、
第
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
潮

浸
水
想
定
区
域
の
指
定
が
あ
つ
た
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
水
防
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
後
速
や
か
に
」
と
、
「
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
対
策
基
本
法
」
と
、
「
当
該
洪
水
浸

水
想
定
区
域
、
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
又
は
高
潮
浸
水
想
定
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法

の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
水
防
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
浸
水
想
定
区
域
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
浸
水
想
定
区
域
」

と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
、
第
十
三
条
の
二
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
の
規
定
」

と
あ
る
の
は
「
の
規
定
」
と
、
「
、
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
洪
水
、
雨
水
出
水
又
は
高
潮
」
と
あ
る
の
は
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「
洪
水
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
浸
水
想
定
区
域
（
洪
水
浸
水
想
定
区
域
、
雨
水
出
水
浸
水
想

定
区
域
又
は
高
潮
浸
水
想
定
区
域
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
浸

水
想
定
区
域
」
と
、
同
号
イ
中
「
洪
水
時
、
雨
水
出
水
時
又
は
高
潮
時
（
以
下
「
洪
水
時
等
」

と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
洪
水
時
」
と
、
「
洪
水
時
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
洪
水
時
の
」

と
、
同
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
同
項
第
五
号
並
び
に
新
水
防
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
二

項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
十
五
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
十
五
条
の

四
第
一
項
中
「
洪
水
時
等
」
と
あ
る
の
は
「
洪
水
時
」
と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、

政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
五
月
一
九
日
法
律
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
条
　
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令

で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
四
条
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
か
ら
第
三

条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
一
〇
日
法
律
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
一
〇
日
法
律
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
三
条
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
二
条
の
規
定
、
第
五
条
中
下
水
道
法
第
六
条
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
条
の
二

を
同
法
第
七
条
の
三
と
し
、
同
法
第
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十

五
条
の
十
三
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
第
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
七
条
の
三
第
二
項
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
、
第
六
条
の
規
定
（
同
条

中
河
川
法
第
五
十
八
条
の
十
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
七
条
の
規
定

（
同
条
中
都
市
計
画
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
八
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
第
八

条
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
）
別
表
第
一
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
の
項
第
一

号
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
、
第
十

五
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
条
　
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に

関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
四
条
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ

れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
令
和
五
年
五
月
三
一
日
法
律
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
気
象
業
務
法
第
十
四
条
の
二
の
改
正
規
定
及

び
第
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要

な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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№ 役職 職　　名 氏　　名

1 会長 桑折町長 髙橋　宣博

2 委員 桑折町議会　議長 原　賢志

3 委員 桑折町議会　副議長 川名　靜子

4 委員 桑折町議会　総務文教常任委員長 斉藤　謙

5 委員 桑折町議会　産業厚生常任委員長 佐藤　武朗

6 委員 国土交通省　福島河川国道事務所　伏黒出張所長 山中　僚

7 委員 福島県　保原土木事務所長 國分　彰成

8 委員 福島北警察署長 松崎　保夫

9 委員 伊達地方消防組合　中央消防署　西分署長 遠藤　富雄

10 委員 桑折町消防団長 斉藤　修

11 委員 桑折町消防団　副団長 朽木　隆文

12 委員 桑折町消防団　第１分団長 片平　一夫

13 委員 桑折町消防団　第２分団長 小室　智広

14 委員 桑折町消防団　第３分団長 佐久間　昭好

15 委員 桑折町消防団　第４分団長 佐藤　浩幸

16 委員 北沢町内会長 蓬田　利昭

17 委員 前屋敷町内会長 蓬田　幸夫

18 委員 道林町内会長 亀岡　吉徳

19 委員 大畑町内会長 亀岡　春二

20 委員 桑折町　副町長 田中　香代子

21 委員 桑折町　教育長 佐藤　浩哉

22 委員 桑折町　建設水道課長 佐藤　浩

23 幹事 桑折町　生活環境課長 菊田　祐子

24 書記 桑折町　生活環境課　危機管理係長 幕田　将則

25 書記 桑折町　生活環境課　危機管理係　主任主査 渡辺　了介

26 書記 桑折町　生活環境課　危機管理係　主査 宮澤　鈴乃

桑 折 町 水 防 協 議 会 委 員

（任期：令和6年6月24日から2年間）
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桑折町水防協議会条例 (昭和55年９月29日条例第19号)

最終改正:平成18年３月23日条例第７号

改正内容:平成18年３月23日条例第７号 [令和４年９月５日]

○桑折町水防協議会条例

昭和55年９月29日条例第19号

改正

平成12年３月21日条例第１号

平成18年３月23日条例第７号

桑折町水防協議会条例

第１条　水防法（昭和24年法律第193号）第33条第１項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、桑折町

水防協議会（以下「協議会」という。）を置く。

第２条　会長は協議会を代表し、会務を総理する。

２　会長に事故あるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。

第３条　関係行政機関の職員たる委員又は関係団体の代表たる委員に事故あるときは、その指名する職務上の代理者が職務を代理する。

第４条　関係行政機関の職員たる委員の任期は当職にある期間とし、その他委員の任期は２カ年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員

の残任期間とする。

２　町長において、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。

第５条　会長は会議を招集し、その議長となる。

第６条　協議会は、委員の２分の１以上の出席がなければ会議を開くことができない。

２　協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

第７条　協議会に幹事及び書記各々若干名を置き、会長が命じ、又は委嘱する。

２　幹事は会長の命を受け、庶務を整理する。

３　書記は上司の命を受け、庶務に従事する。

第８条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。

附　則

この条例は、公布の日から施行する。

附　則（平成12年条例第１号抄）

（施行期日）

１　この条例は、平成12年４月１日から施行する。

附　則（平成18年条例第７号）

この条例は、公布の日から施行する。
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